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令和8年2月24日令和７年度運輸防災セミナー（下期）

日本周辺で発生する地震について
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

地下の岩盤に大きな圧力が加わって、

その圧力が限界に達すると、

弱い部分から破壊が始まります

震源

震源断層

震央
×

・震源とは、最初に破壊
が始まった場所です

・破壊は、点ではなく面
で広がります

・破壊された面積とずれ
た量の大きさが
地震の規模
（マグニチュード）

となります
・地震の規模が大きいほ
ど、被害も大きくな
る傾向があります

地震発生のしくみ
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震源域

地震調査研究推進本部パンフレット
「地震がわかる！」の図に加筆



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

マグニチュードが１増えると、地震のエネルギー
は約32倍になります。２増えれば、エネルギーは
さらに約32倍ですから1,000倍になります。

Ｍが１大きくなると

Ｍが２大きくなると

約32倍
1,000倍

つまりマグニチュード7の地震はマグニチュード5
の地震が 1,000回発生したのと同じエネルギー

マグニチュードとエネルギー
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

M６

M７

M８

100km

Ｍが大きい=大きな断層=広範囲に影響

マグニチュードと断層面の大きさ（M６～８）
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

昭和東南海・南海地震の震源域

1946年昭和南海地震
（Mjma8.0）

1944年昭和東南海地震
（Mjma7.9）

震央

震央

「南海トラフの地震活動の長期評価（第二版一部
改訂）」（地震調査研究推進本部）の図に加筆
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

リーフレット「南海トラフ地震 -その時の備え-」より

「気象業務はいま2015」の図に加筆

平成23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震
の震源域と観測された
震度

マグニチュードと断層面の大きさ（M９程度）

200km
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

7

（参考）7月30日カムチャツカ半島付近の地震

2025年7月30日ロシア、カムチャツカ半島東方沖の地震
震央分布図及び時空間分布図（Ａ－Ｂ投影）

2025年7月20日～30日08時23分の地震を青色、
7月30日08時24分以降の地震を赤色で表示

地震発生直後の余震域の幅は
約700km程度

「令和７年７月の地震活動及び火山活動について」
（2025年8月8日公表）資料より



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

地震はプレート境界周辺に帯状に集中して発生

➢ 日本は世界の約0.3％の国土面積
➢ 日本周辺では、全世界で発生する地震（マグニチュード６以上）の
約２割が発生している

プレートと世界で発生する地震

左：名古屋地方気象台ホームページ
右：気象庁ホームページ より
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○世界の主なプレートと地震分布



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

・日本周辺では、海のプレ－トである太平洋プレ－ト、フィリピン海プ
レ－トが、陸のプレ－トの方へ１年あたり数cmの速度で動いており、
陸のプレ－トの下に沈み込んでいる。

・このため、日本周辺では、複数のプレ－トによって複雑な力がかかっ
ており、世界でも有数の地震多発地帯となっている。

気象庁ホームページより

日本周辺のプレートについて
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

気象庁ホームページより

日本で発生する地震のタイプ

南海トラフ地震
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

海のプレートが沈み込む際に、陸のプレートが引きずり込まれ、耐えられなく
なった陸のプレートが跳ね上がることで地震が発生する。
このサイクルが繰り返されるため、「プレート境界の地震」は繰り返し発生する。

②陸のプレートが
引きずり込まれる

③陸のプレートが
跳ね上がる
⇒地震発生！

①海のプレートが沈み込む

「プレート境界の地震」発生のしくみ

気象庁ホームページの図に加筆
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

南海トラフ地震について
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

「南海トラフの地震活動の長期評価（第二版一部改訂）」
（地震調査研究推進本部） より

⚫フィリピン海プレートが日本列
島下へ沈み込むことに伴って繰
り返し発生してきた海溝型巨大
地震（M≧８）

⚫駿河湾から日向灘沖にかけての
南海トラフ沿いで100～150年程
の間隔で繰り返し発生

⚫直近の地震（昭和の地震）から
80年近くが経過しており、次の
大規模地震の切迫性が高い
（※）と考えられている

南海トラフ地震とは

※地震調査研究推進本部地震調査委員会の
長期評価では、マグニチュード８～９ク
ラスの地震が今後30年以内に発生する確
率は「高い（IIIランク）」と評価
（令和８年１月１日現在）
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

次の地震の発生形態がどういったものになるかわからない
↓

多様な発生形態に対処するため、最大級(被害最大)の想定を考え、
それにも対処できるような防災対応を準備

南海トラフ地震の発生過程の多様性
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

想定される被害

想定される震度と津波

防災対策の実施で被害の軽減（人的・建物被害、経済被害）

例）津波による死者数 約２１．５万人 約７．３万人

※被害の想定は（中央防災会議,2025）による

死者・行方不明者数、全壊焼失棟数
○最大 約２９．８万人（冬・深夜）

○最大 約２３５万棟（冬・夕方）

経済被害
○資産等の被害：約２２４．９兆円

○経済活動への影響：約 ４５．４兆円

震度７：１４９市町村

震度分布

突発的に発生する地震への
備えを日頃から実施

【強震波形４ケースと経験的手法の震度の最大値の分布】 【全割れ全11ケースの最大包絡の津波高（満潮位からの津波の高さ）】

南海トラフ巨大地震発生時に想定される震度・津波

○ 科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震（南海トラフ巨大地震）が発生
した場合、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度７となる可能性や、関東地方
から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定。

○ 事前の備えと迅速な避難で被害の軽減が可能。
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）
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南海トラフ地震で大きな影響を及ぼす地域

内閣府資料に一部加筆

指定基準の概要
・震度6弱以上の地域
・津波高3m以上で海岸堤防が低い地域
・防災体制の確保、過去の被災履歴へ
の配慮

【南海トラフ地震防災対策推進地域】
南海トラフ地震に係る地震防災対策を

推進する必要がある地域
１都２府27県723市町村

指定基準の概要
・津波により30cm以上の浸水が地震発生から30分以内に
生じる地域

・特別強化地域の候補市町村に挟まれた沿岸市町村
・同一府県内の津波避難対策の一体性の確保
※浸水深、浸水面積等の地域の実情を踏まえ、津波避難の困難性を考慮

【南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域】
南海トラフ地震に伴う津波に係る津波避難

対策を強化すべき地域
１都13県139市町村

※市町村数は令和7年7月1日現在



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」概要版（内閣府（防災担当））に加筆

南海トラフ沿いで想定される、防災対応を取るべき現象

・ 現在の科学的知見からは地震の規模や発生時期を高い確度で予測することは困難。

・ ただし、普段に比べて、大規模地震発生の可能性が高まっているという評価は可能。

⇒「南海トラフ地震に関連する情報」でお知らせ

７日以内に発生す
る頻度は10数回
に１回程度

７日以内に発生する
頻度は数百回に１回
程度

通常時：
「30年以内80％程度」
を７日以内に換算すると
千回に１回程度
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

「南海トラフ地震に関連する情報」と
防災対応について
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

情報名 情報発表条件

南海トラフ地震

臨時情報
（詳細は次のスライド）

⚫ 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が
南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調
査を開始した場合、または調査を継続している場合

⚫ 観測された現象の調査結果を発表する場合

南海トラフ地震

関連解説情報

⚫ 観測された異常な現象の調査結果を発表したのちの状
況の推移等を発表する場合

⚫ 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例
会合における調査結果を発表する場合（南海トラフ地
震臨時情報を発表する場合を除く）

南海トラフ地震に関連する情報

◼  監視領域（想定震源域及びその周辺）内で（速報的な評価で算出された）マグニ
チュード6.8以上の地震が発生（太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）

◼  一か所以上のひずみ計での有意な変化が観測され、ほかの複数観測点でもそれに関
係する変化が見られて、想定震源域内で通常と異なるゆっくりすべりが発生してい
る可能性がある場合

異常な現象とは
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

キーワード 付記する条件

調査中 観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するか調査を開始した場合、
または調査を継続している場合

巨大地震警戒 想定震源域内のプレート境界で、モーメントマグニチュード(※)8.0以上の地震が発生し
た場合

巨大地震注意 • 監視領域内でモーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合
（巨大地震警戒に該当する場合を除く）
（太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）

• 想定震源内のプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合

調査終了 （巨大地震警戒）（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらないと評価した場合

「南海トラフ地震臨時情報」発表時に付加されるキーワード

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）

南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

etc.

南海トラフ地震臨時情報（調査中）

異常な現象（M6.8以上の地震発生、条件を満たすひずみ計の変化）

南海トラフ地震臨時情報

※震源断層のずれの規模を精査して得られるマグニチュードで、地震情報等のマグニチュードとは異なる値になる場合がある。
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応について

21

一般的な防災対応



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）
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南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応について

○臨時情報発表時においては、日頃からの地震への備えを再確認する等、
個々の状況に応じて適切な防災対応を実施したうえで、できる限り事業
を継続することが望ましい。

○臨時情報（警戒）発表時の住民事前避難対象地域内等、明らかに生命に
危険が及ぶ活動等に対しては、それを回避する措置を実施することが必
要である。

事業者等の防災対応の基本的な考え方

・南海トラフ地震発生前に、必ず臨時情報が発表されるとは限らないため、これ
まで通り突発地震に備えることが重要

・地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災対応を実施
することは現実的に困難であることを踏まえ、地震発生可能性と防災対応を実施
した場合の日常生活や企業活動への影響とのバランス等を考慮しつつ、「より安
全な防災行動を選択」するという考え方が重要

「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」（内閣府（防災担当））p108 より



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）
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南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応について

事業者等における防災対応検討の流れ

「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」概要版（内閣府（防災担当））より



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）
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南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応について

分野 巨大地震警戒 巨大地震注意

鉄道事業その他一般
旅客運送に関する事
業を運営する者

○鉄道事業その他一般旅客運送
に関する事業は広域的な地域
間連携や地域交通の維持等重
要な役割を担っているため、
安全性に留意しつつ、運行す
るために必要な対応をとるも
のとする。

○住民事前避難対象地域につい
ては避難指示が発令された場
合、旅客等の安全確保のため、
津波による危険性の回避措置
を確実に実施する。

○住民事前避難対象地域内にお
いて、避難指示が発令された
場合の運行規制等の情報につ
いては、地域住民等に対して
事前に周知することが望まし
い。

○原則、運行規制はしない。
（平常通り）

○巨大地震の発生に備え、従業
員一人ひとりに避難場所や避
難経路、避難誘導手順の再確
認を徹底する。

○巨大地震が発生した場合に、
被災する危険性のある場所や
避難場所等に係る情報を利用
者に提供し、注意を促す。

「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」（内閣府（防災担当））p146 より

○臨時情報に関する個別分野の留意事項や防災対応の例



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

ここまでのまとめ

⚫ 甚大な被害をもたらす南海トラフ地震の切迫性は平常時にお
いても高く、いつ発生しても不思議ではありません。

⚫ しかし、現在の科学的知見からは、地震の規模や発生時期を
高い確度で予測することは困難です。

⚫ ただし、普段に比べて、大規模地震発生の可能性が高まって
いるという評価は可能です。

⚫ 南海トラフ地震臨時情報は不確実性の高い情報ですが、活用
の仕方によっては大幅に被害を軽減できる可能性があります。

⚫ 情報を発表していなくても、突発的に南海トラフ沿いの大規
模地震が発生することもあります。このため、突発的に発生
するかもしれない地震に日頃から備えておくことも必要です。
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

気象庁が発表する地震・津波情報
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

地震・津波観測から防災気象情報の発表まで

気象庁パンフレット「地震と津波」より

・気象庁や関係機関が全国に設置した地震や津波などの観測点のデータを収集し、
24 時間体制で地震活動等を監視しています。

・地震の発生を検知した場合には、収集したデータをもとに、地震の規模や震源の
決定、揺れや津波の予測などの解析をただちに行い、緊急地震速報や津波警報・
注意報の他、さまざまな情報を作成し発表しています。
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

気象庁が発表する地震や津波の情報（秒単位、分単位で発表！）

28気象庁パンフレット「地震と津波」より



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

緊急地震速報
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

気象庁が発表する地震や津波の情報（緊急地震速報）

30気象庁パンフレット「地震と津波」の図に一部加筆



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

緊急地震速報のしくみ

地震波（P波とS波）の伝わる速度の差を利用して、
初めに伝わるP波を検知した段階から解析を行い、
S波が伝わる前に地震波よりも早く伝わる放送や通信を使って、
地震の揺れによる危険が迫っていることを知らせます。
※地震計で強い揺れを観測した時に、周辺の地域に緊急地震速報を発表するというPLUM法も使用

・内陸の浅い場所で地震が発生した場合（2018年6月大阪府北部の地震等）などにおいて、震源に近
い場所への緊急地震速報の発表が強い揺れに間に合わないことがあります。
・一方、南海トラフ地震のような巨大地震や海域で発生する地震には非常に有効です。

気象庁リーフレット「新しい緊急地震速報～長周期地震動階級の予想も追加して発表～」より

31



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

緊急地震速報（秒単位での情報発表！）

専用受信端末、スマホ（アプリ）、PC
等（民間の配信事業者等が提供）

列車や機器の
制御等に活用
高度利用者向け

人が強い揺れから身を

守るために活用
広く一般向け

震度５弱以上を予想

（震度４以上の地域に発表）

または長周期地震動階級３以上を予想

※１地点のみの観測では発表しない

テレビ、ラジオ、携帯電話・スマホ
（緊急速報メール）、防災行政無線

・地震の発生時刻

・震源の推定値

・地震発生場所の震央地名

・強い揺れが予想される地域など

（警報対象となる領域を震度と長周期地震動
階級の基準を区別せずに発表）

入
手
方
法

発
表
基
準

内
容

「警報」 「予報」

マグニチュード3.5以上を予想

震度３以上を予想

または長周期地震動階級１以上を予想

※１地点のみの観測でも発表する

・地震の発生時刻

・震源の推定値

・地震発生場所の震央地名

・地震の規模

・地域ごとの予想震度、予想長周期地震動
階級、強い揺れの到達予想時刻など

緊急地震速報

特
徴

※令和５年２月１日から長周期地震動階級を発表基準に追加 32



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

気象庁リーフレット「新しい緊急地震速報 長周期地震動階級の予想も追加して発表」を元に作成

【あわてないために】

➢ 大規模な地震では5分以上強
い揺れが続くこともある。

➢ あわてて外に出ると、上か
ら物が落ちてきてケガする
ことも。

➢ 無理に火を消さない。自動
でガスは止まる。

電車・
バスでは

エレベー
ターでは

屋外(街)
では

つり革、手すりに
しっかりつかまる

最寄りの階に停止
させ、すぐにおり
る

ブロック塀の倒壊、
看板や割れたガラ
スの落下に注意

自動車
運転中は

➢急ブレーキはかけず、ゆる
やかに速度をおとす

➢ハザードランプを点灯、ま
わりの車に注意をうながす

➢あわてて外に飛び
  出さない
➢むりに火を消さない
➢頭を保護し、じょうぶな机の下など安全な場所に避難する

家庭では

周囲の状況に応じて

緊急地震速報を見聞きしたら
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

日頃からの地震への備え

「安全スペース」を作っておきましょう

⚫地震の揺れに備えて、寝室や居間など室内のよくいるところに
“物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない”スペースを
作っておきましょう

気象庁リーフレット「新しい緊急地震速報～長周期地震動階級の予想も追加して発表～」より

●家具類が倒れたり移動したりする場合
に備えて、家具類の固定をしましょう

●万が一、倒れたり移動したりしてし
まった場合に備えて、家具類の配置に
気をつけましょう
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

津波警報・注意報

35



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

気象庁が発表する地震や津波の情報（津波警報・注意報）

36気象庁パンフレット「地震と津波」の図に一部加筆



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

津波警報・注意報

地震発生後、約３分で大津波警報、津波警報、津波注意報（以下、
「津波警報等」という。）を発表

気象庁リーフレット「津波防災」より
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

津波警報・注意報

• マグニチュード８を超える巨大地震が発生し、

地震の規模を即時に決定できないと判断した場合

予想される津波の高さを
「巨大」「高い」とお知らせします

これは非常事態！
東日本大震災のような津波が来ると思って直ちに避難！ ！

非常事態だということをいち早く伝える
ために
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

巨大地震の断層は長い時間をかけて動く

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（M9.0）

東北地方太平洋沖地震で動いた断層の
大きさと動いた量（推定）

一瞬で断層全部がずれ動いたわけではない

時間
（秒）

放出されたエネルギー（１秒あたり）

約３分ほどエネルギー放出

断層の動く速度（秒速約2.5㎞）
⇒400[㎞]÷2.5 [ ㎞/秒]=160[秒]

39

津波警報等の発表時点（地震発生後約３分）
では、巨大地震と推定されるが、その規模が
分からない（まだ動いている）

近地地震波形による震源過程解析（気象庁技術報告より）



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

津波から身を守るために
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

津波から身を守るために
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

最近の取組：津波フラッグ

▪津波警報等が発表されたことをお知らせ

▪令和2年6月から海水浴場等で取組を開始

（公財）日本ライフセービング協会提供

海水浴場や海岸付近で津波フラッグ
を見かけたら、速やかに避難を開始
してください
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

地震・津波情報は気象庁ホームページで閲覧可能

気象庁ホームページのURL https://www.jma.go.jp/jma/index.html 43

気象庁ホームページ
トップページ

防災情報のページ



令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

地震・津波情報に関するまとめ

• 物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない「安全ス
ペース」を作っておこう。

• 緊急地震速報を見聞きしたら、あわてず、まず身の安全を。

• 津波注意報→海から上がって海岸から離れて。

津波警報・大津波警報→安全な場所へ避難。

解除されるまでは安全な場所に。日頃から避難場所の確認を。

• 南海トラフ地震臨時情報が出ても巨大地震が発生しないことも
ある。

が、念のため備えよう、と呼びかけるための情報。

本情報の発表がないまま、突然巨大地震が発生することもある
ので、日頃から地震に備えておこう。
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令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

河川氾濫
１級河川などの
大河川の氾濫

大雨
低地の浸水や

大河川以外の氾濫

土砂災害
急傾斜地のがけ崩れや

土石流

高潮
海水面の上昇や

波の打上げによる浸水

（警戒レベルごとの）
住民が

とるべき行動

警戒レベル

５相当
レベル５

氾濫特別警報
レベル５

大雨特別警報
レベル５

土砂災害特別警報
レベル５

高潮特別警報
命の危険 直ちに安全確保！

＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難！＞

警戒レベル

４相当
レベル４

氾濫危険警報
レベル４

大雨危険警報
レベル４

土砂災害危険警報
レベル４

高潮危険警報
危険な場所から全員避難

警戒レベル

３相当
レベル３
氾濫警報

レベル３
大雨警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

避難に時間を要する人は早めに避
難、避難の準備など

警戒レベル

２
レベル２
氾濫注意報

レベル２
大雨注意報

レベル２
土砂災害注意報

レベル２
高潮注意報

避難行動を確認（避難場所や避
難ルート、避難のタイミングなど）

警戒レベル

１
早期注意情報 災害への心構えを高める

新しい防災気象情報の情報体系とその名称

⚫ 防災気象情報（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発表します。
⚫ 対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４相当の情報として危険警報を新設します。
⚫ 情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表します。（例：レベル４大雨危険警報 等）

新しい防災気象情報（令和8年５月下旬から運用開始予定）

45

詳細は気象庁ホームページ「新たな防災気象情報について(令和８年～)」ページを参照
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html
（右側QRコードからもアクセスできます）

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html


令和8年2月24日 令和７年度運輸防災セミナー（下期）

ご清聴ありがとうございました。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿運輸局 総務部 安全防災・危機管理課

運輸防災マネジメントの推進に向けて

－地震・津波に備える事業者と自治体との連携－

令和８年２月２４日

VERSION DATE REMARKS

Ver4 12/11/2025
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大規模自然災害が発生した場合、阪神・淡路大震災（1995年）、東日本大震災（2011

年）、熊本地震（2016年）、令和6年能登半島地震（2024年）の例を見るまでもなく、国、
地方公共団体、運輸事業者等が連携し、被災者への緊急支援物資輸送や不通となった鉄道
等の代替輸送等を確保することが求められています。

また、被災地の自治体職員は、被災者等の支援対応に追われる中、支援物資の受入にお
いて混乱が生じる場合もあるため、予め運輸事業者と「災害協定」を締結しておくことで、
運輸事業者の持つノウハウ等が活かされ、管理や運営が迅速かつ効果的に機能します。

さらに、国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う運輸事業者は、①発災時に
おいてもできるだけ被害を軽減し、被害の拡大防止を図るとともに、②業務活動の維持や
早期回復（BCP：Business Continuity Plan）に向け、*的確で柔軟な対応力が求められて
います。

そのため、本セミナーは、運輸事業者や地方公共団体の防災担当者の方々を対象に、関
係する法令や他社事例等も含め、地方運輸局や地方気象台等が持つ情報や知見を身に付け
て頂き、今後の防災や事業継続に向けた取組の一助して頂けたら幸いです。

1

はじめに

*的確で柔軟な対応力：状況に応じて柔軟かつ臨機応変に対応する能力（レジリエンス力）が求められる



自然災害の頻発化・激甚化

１．自然災害の頻発化・激甚化

近年、自然災害が頻発化・激甚化している。

① 地震

平成23年3月：東日本大震災、平成28年4月：熊本地震、平成30年6月：大阪府

北部地震、平成30年9月：北海道胆振東部地震、令和4年3月：福島県沖地震、令

和6年1月：能登半島地震、令和6年4月：豊後水道地震、令和6年8月：日向灘地震、

令和7年7月：トカラ列島地震といった震度 6 弱以上の地震が相次いで発生

② 風水害

平成30年7月の西日本豪雨、平成30年9月の台風21号、令和元年9月の房総半島

台風（台風15号）、令和元年10月の東日本台風（台風19号）が、毎年のように発

生して各地に甚大な被害

③ 洪水発生確率の上昇

地球温暖化により、気温上昇が最大のシナリオでは、今世紀末の洪水発生確率

は1951年～2011年の平均と比較し約 4 倍と予測

④ 巨大災害

今後発生が予想される南海トラフ地震や首都直下地震といった巨大災害のリス

クも懸念

2



3※１ Ｒ３．５．２０以前は関係閣僚会議、災害対策本部。 ※２ 警戒体制、注意体制下で幹部連絡会議を開催。

自然災害の頻発化・激甚化
■政府等が災害対策本部を設置するような自然災害は、毎年のように発生

政府 国交省 政府 国交省 政府 国交省
H23.3.11 東日本大震災(震度7) ○ ○
　　∥ 　　　∥
H28.4.14 平成28年(2016年)熊本地震(震度7弱) ○ ○
　　∥ 　　　∥
H30.6.18 大阪府北部を震源とする地震(震度6弱) ○ ○
H30.7.8 平成30年7月豪雨 ○ ○
H30.9.6 平成30年北海道胆振東部地震(震度7) ○ ○
H31.2.21 北海道胆振地方中東部を震源とする地震(震度6弱) ○
R1.6.18 山形県沖を震源とする地震(震度6強) ○ ○
R1.7.3 6月下旬からの大雨 ○ ○
R1.7.22 梅雨前線に伴う大雨及び令和元年台風第5号 ○ ○
R1.8.14 令和元年台風第10号 ○ ○
R1.8.28 令和元年8月の前線に伴う大雨 ○ ○
R1.10.13 令和元年東日本台風 ○ ○
R2.7.4 令和2年7月豪雨 ○ ○
R2.9.4 令和2年台風第10号 ○ ○
R2.10.9 令和2年台風第14号 ○ ※2
R2.12.17 豪雪 ○ ※2
R2.12.30 豪雪 ○ ※2
R3.1.6 豪雪 ○ ※2
R3.2.13 福島県沖を震源とする地震(震度6強) ○ ○
R3.7.3 令和3年7月1日からの大雨 ○ ○
R3.8.13 令和3年8月の大雨 ○ ○
R3.10.7 千葉県北西部を震源とする地震(震度5強) ○
R4.3.16 福島県沖を震源とする地震（震度6強） ○
R4.6.19 石川県能登地方を震源とする地震（震度6弱） ○
R4.7.19 令和4年7月14日からの大雨 ○
R4.7.24 桜島の噴火(レベル5) ○
R4.9.17 令和4年台風第14号 ○ ○
R4.12.17 令和4年12月17日からの大雪 ○
R4.12.22 令和4年12月22日からの大雪 ○
R4.12.28 年末年始の大雪 ※2
R5.5.5 石川県能登地方を震源とする地震（震度6強） ○
R6.1.1 石川県能登地方を震源とする地震（震度7） ○ ○
R6.4.17 豊後水道を震源とする地震(震度6弱) ○
R6.8.8 宮崎県日向灘を震源とする地震(震度6弱) ○
R6.8.28 令和6年台風10号 ○ ○
R7.7.3 トカラ列島近海を震源とする地震(震度6弱) ○

年月日 災害
緊急災害対策本部 非常災害対策本部 特定災害対策本部



4

災害対策基本法で求められる責務と対応

１．災害対策基本法で求められる責務
災害対策基本法は、災害に関係する官民も含めた機関に対し、国民の身体、生命、

財産を守る観点から、それぞれの立場で為すべきことについて責務として実施するこ
とを促している。
また、災害時の緊急輸送については、一部の交通運輸事業者を「指定公共機関」、

「指定地方公共機関」として指定し、災害時での協力要請を行うこととしている。

（１）指定公共機関、指定地方公共機関の責務（法第6条第2項）
①業務に係る防災に関する計画（防災業務計画）を作成・実施
②国、都道府県及び市町村の防災計画（地域防災計画）の作成及び実施が円滑に行
われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し協力する責務

（２）指定公共機関 14者
①JR7者(北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州、貨物)
②トラック運送事業者等 7者（日本通運㈱、福山通運㈱、佐川急便㈱、ヤマト運輸
㈱、西濃運輸㈱、(公社)全日本トラック協会、(一社)AZ-COMネットワーク）

（３）指定地方公共機関 約430者（事業者団体等を含む概算値）

内閣府 災害対策基本法 検索



5

災害対策基本法で求められる責務と対応

２．防災に関する責務の明確化
災害対策基本法には、国、都道府県、市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関

に関する責務が明確化されており、それぞれ防災に関する計画を作成し、それを実施
するとともに相互に協力する等の責務があることが規定されています。



6

（参考）防災基本計画（令和7年7月修正）
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（参考）中央防災会議が対象としている大規模地震

発生確率：60%～90％程度以上

（Ｒ７.３）
（Ｒ７.７）



• ①「運輸防災マネジメント」の推進強化
• 運輸事業者が会社全体の安全管理体制の構築・改善を自ら実施して
• いく運輸安全マネジメント制度を活用し、運輸業者の防災力の向上を
• 則す「運輸防災マネジメント」の取組を実施。

• ②「TEC-FORCE」（運輸局リエゾンの派遣）
• 令和6年の能登半島地震では、国土交通省地方運輸局も初めて大規模
• に各市町まで「TEC-FORCE」として活動を実施
•
• ※「TEC-FORCE」は、Technical Emergency Control Force の略。緊急災害対策派遣隊。
• 国土交通省職員が指名され、被災地方自治体等が行う被害状況の迅速な把握、被害の
• 発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に関する技術的な支援を
• 円滑かつ 迅速に実施、
• なお、運輸局は、運輸系リエゾンとして、自治体の支援物資輸送、避難輸送の状況
• 確認・助言を実施

③地方公共団体と連携した物流事業者の災害対応能力強化事業

8

国土交通省の地方運輸局の防災の取組



交通運輸事業者の被災経験から得られた課題と対応

①地震は直前の準備ができないことから初動対応が極めて重要

②発災直後は、人命を最優先に、国・地方自治体・関係機関が連絡を密にし、旅客や

社員・職員等の避難・救助・救護に向けた支援体制を構築しておくことが重要

③被災者や支援者の輸送や緊急支援物資の管理・配送を円滑に行うためには、平時か

ら運輸事業者と自治体が災害連携協定を締結しておくことも重要

④地震は発生の予測が困難であることから、予め最大の被害（人的・物的）を想定し、

被災状況に応じて、迅速に対応できるよう計画しておくことが重要

なお、地震対応については、想定するマニュアル通りにならない部分もあることか

ら、多くの詳細な計画を作成するより、実践的で簡潔な計画が望まれる

①運輸防災マネジメントの推進強化

9

令和2年7月6日（令和5年6月改訂）に「運輸防災マネジメント指針」を策定・公表
し、 *ガイドラインに明記された自然災害への対応についての解説を加えることによ
り、運輸事業者が参考とすべき考え方をまとめたもの

運輸防災マネジメント指針 検索

運輸事業者における安全管理の進め方に
関するガイドライン 令和５年６月

検索

*「ガイドライン」とは、運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドラインをいう。



概要 2019年10月 台風第19号

福島交通株式会社（福島県郡山市）雨水管破裂

◆ 営業所の状況

  支社の建物１階部分が冠水、構内のタイヤや

    ドラム缶等が付近一帯に散乱。

◆ 車両の被害状況等

  郡山市との協定に基づき、近隣の工場敷地等の浸水区域外に避難させたものの、

    全ての車両の避難が間に合わず、全車両数165両のうち92両が浸水被害。

◆ 復旧状況

  市内一般路線バスについては、発災後運休していたが、徐々に運行再開し、

     2020年4月1日から全面運行再開。  復旧に費やした期間：6か月

明らかになった課題◇

◆ 前回2011年9月の水害後に避難ルールを定め、

     対応していたが、水位が前回の水害の2倍となり、

     避難が間に合わなかった。

☛ 初動洪水警報システムの導入、避難判断基準の運用方針

     及びチェックリストの作成

◆平時での訓練の重要性 ☛ 現在定期的に避難訓練実施

福島交通

福島交通

10

交通運輸事業者の被災経験 （得られた課題と対応事例）

10



①避難判断基準の運用方針、②洪水警報システム及び③チェックリストの作成について

判 断 避 難 再 開

✓ 各営業所別に降雨量

予測に基づき基準値

を決める

✓ できるだけ余裕をもっ

た避難判断

✓ 深夜時間帯の避難は

避ける 

留

意

点

✓ 十分な避難場所の確保

✓ 所要時間は約３時間

✓ 翌日以降の運行を念頭

に置いた避難準備

✓ 適切な情報発信

✓ 毎年避難訓練を実施

✓ 道路状況等の安全確認

✓ 社員の安否確認

✓ スピーディな運行再開

✓ 適切な情報発信 

③簡潔なチェックリストの作成

②洪水警報システムの構築

①避難判断基準の決定

例  郡山支社の場合
基準雨量：150mm/24h  継続

時間：3時間連続以上

①150mm以上/24hで警報
②3時間連続で避難判断

「避難」 「再開」のフェーズにおいて、1.お客様、2.運行

管理、3.事務所、4.整備、5.避難先の対応においてやる

こと（To do list）を整理したチェックリストを策定し、「適

切・的確な避難開始から完了」 「運行再開」の実施を

図っている。

責任者の携帯電話へプッシュ通知 11
出典：福島交通㈱の資料を基に作成

対

応

策

運輸事業者の被災経験・教訓を踏まえた見直し・改善



概要 2019年10 月 台風19号

長電バス株式会社（長野市）千曲川左岸堤防決壊（10/13（日）発生）
◆ 本社及び長野営業所の状況

  車庫敷地が車両出入口側より冠水。
  地区停電発生で営業所施設の電源喪失。

◆ 営業所所属車両の状況
  須坂駅前駐車場に28両、
  協力を得られた長野運輸支局に72両の
全100両を浸水区域外に避難。

◆ 復旧状況
  発災後の翌日（10/14）より一部の路線バス運行を再開、
  翌々日（10/15）から全面運行再開。  復旧に費やした期間： 2日間

◆ 事前の避難計画が未策定であったが、過去の千曲川右岸地区の営業所水没事案を
  伝承していた管理層による速やかな初動開始。車両避難先・自家発電装置の急遽
  協力による確保により、被害を最小化し早期に運行を再開。

明らかになった課題◇

◆ 事業継続計画・浸水被害時の避難ルールの策定の必要性
☛ 初動対応できたが人と運に恵まれただけと整理。
☛ 備えの必要性を痛感、BCP作成、車両避難先の検討中。

◆ 避難訓練・被災経験伝承の実施

冠水し始めた車庫
より避難する車両

急遽の協力を得られた
長野運輸支局での避難状況

12

被災経験から得られた課題と対応（事例②）



⚫自然災害にどう対応するかという危機管理に加え、事業継続に要する経営資源（人、モノ、
資金等）の配分、優先事業の絞り込み等の経営判断を伴うため、 経営トップが率先して
対応することが必要。

⚫経営層参画の下で定期的にマネジメントレビュー等を行い、PDCAサイクルによるスパイラ
ルアップを行う。

自然災害対応＝防災力の向上＋事業継続

運輸安全マネジメント

運輸防災マネジメント

自然災害対応

事業継続防 災

安全最優先の原則

業務活動の維持

業務の早期回復

人的被害の最小化

物的被害の最小化

13

運輸安全マネジメントと運輸防災マネジメントの関係



運輸防災マネジメントのポイント

14

（１）経営トップの責務

（２）防災の基本方針

（３）リスク評価

（４）事前の備え

（５）代替性の確保

（６）平時と非常時の体制

（７）自然災害の態様に応じた対応

（８）楽観主義の排除（思い込み（バイアス）の排除）

（９）関係者との連携

（10）利用者への情報発信

（11）教育と訓練

（12）見直し・改善（他事例の学び）

赤字に絞って説明
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１．トップダウン

①経営トップの責務は、事故対応と同様に重要。特に、自然災害に対する備え

や発災直後の対応は、危機管理そのものであり、トップダウンで対応する体

制が必要

②災害発生時、経営トップはいち早く災害対策本部に参集し、自ら対策を指示

２．経営判断

①被災時の復旧に向けた経営資源の選択と集中

現場は自分の持ち場に集中 → 経営トップは全体を俯瞰して、優先する

現場、後回しにする現場の判断が必要

②事前の備えと事業の再開

事前の備えや事業継続のため経営資源（予算と要員等）の配分、優先的に

再開する事業の事前策定等も求められるため、経営上重要な判断が必要

３．事業者全体での対応

「防災」も「安全」と同様、平時からマネジメント部門が経営課題として認識

して、事業者全体が対応策を考え、実践することが重要

（１）経営トップの責務
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非常時の体制

非常時の体制
１）発生直後の緊急対応（人命最優先、緊急参集）
①経営トップを本部長とする災害対策本部の立ち上げ
②人命最優先の考えから、運行継続の可否判断、旅客、社員・職員の安否確認を行う

初動対応が最優先
③本社、現場の被害状況、社会インフラ、今後の気象情報等を情報収集
④旅客・荷主への情報提供
⑤通信手段による経営トップからの指示により災害対策本部の設置等を判断すれば、
予め準備している対応手順が発動、手順に示した行動が可能

２）緊急対応がある程度収束した後の対応
①輸送、災害拠点の復旧・再開のため被害状況を確認、事業継続のために必要な情報
を収集

②事業継続の判断の場合「重要な輸送業務を優先する判断」とは、「当面、復旧を見
合わせる輸送業務の判断」の裏返しで、経営トップ以外では事前に方向性を定めて
いないと判断困難

③災害拠点の復旧活動、運行（運航）再開の判断
④以下を事前に決めておき、本社、事業拠点毎に担当と手順を記載した「発災時の業

務担当一覧表」を作成しておくと円滑な業務が可能。
・被害状況について具体的に確認すべき事項
・確認の方法（いつ、だれが、だれに、どうやって）
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緊急参集時に留意すべき点
３）緊急参集に関する留意すべき点

経営トップは、非常時には被害の軽減・拡大防止のため、速やかに本社（状況によっては
第二拠点）に参集することが必要。
被災により交通及び通信が断絶するおそれがあり、経営トップが全社に指示を発出する

体制をとることができないリスクが存在。以下のような対策が必要。

①経営トップの
代理者の指定

経営トップが参
集できない場合
を想定し、予め、
代理者を指定

②社外から
の参加

社外からも参画
できるようICT

を活用

③至近のホテル
等への宿泊

大雪被害が予想
される場合は予
め至近のホテル
等に宿泊

④通信手段の
代替化

通信手段は代替的
なものを含め複数
用意

⑤緊急参集基
準の設定

連絡なくとも緊
急参集する基準
の設定（例：本
社・支店所在地
等で震度6強）

①自然災害は、直後の初動対応が被害拡大防止のために非常に重要
②発災時に最も重要なことは迅速な対応。時間が経てば経つほど、被害もダメージも大きく

なり、事業の早期回復も困難になる。
③迅速な初動対応により、旅客、社員・職員の安全確保が出来れば、その後の事業の早期回

復・継続に速やかにつなげることができる。



概要  能登半島地震（2024年1月1日16時10分発生）
 佐渡汽船グループ

 ◆発生時の対応（新潟市、佐渡市、上越市 震度5強）

 ・カーフェリー（CF）2隻、ジェットフォイル（JF）2隻が運航

 各船の船長判断と運航管理者の指示で沖合いに避難及び待機

 （各船との無線や船舶電話は使用可能）

 ・非常対策本部を立ち上げ、情報の収集及び発信、関係機関 との

 調整後、運航再開（旅客下船）等を実施

 ・翌日の運航再開の判断に関する経営トップの指示

 ◆旅客への対応

フェリーターミナル内に休憩所を設置し、毛布や飲食を提供

 ◆被害、復旧及び通常運航までの状況

 直江津港（当時、CFは冬季運休中）で液状化や地割れ等の被害（応急措置完了）

明らかになった課題と今後の対応◇

 ◆マニュアル及びフローチャートの見直し

① 非常対策本部の立ち上げや対応判断の体制（経営トップ等の不在）、② 各担当ごとのフロー

チャート作成（CF、JF、貨物船、運航管理部署等）、③ 様々な場面の想定とマニュアル及びフロー

チャートへの追加、④ 沖出し後の旅客の下船等の対応及び旅客への情報発信方法等の追加

◆より具体的な場面を想定した自然災害対応訓練の実施

判断できる代位者の指名 事例（海運事業者）

18
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（２）防災の基本方針
１．安全方針への自然災害対応の追加

ガイドラインには、運輸事業者に輸送の安全確保に関する基本理念として、
「安全方針」を策定することを推奨しており、安全方針に自然災害対応を組み込
むか、別途定め、自社内外に周知することを推奨

 ２．安全・防災の風土・文化の構築
防災は、輸送の安全確保に不可欠な要素であるが、いざというとき大切なのは、

頭と体が直ちに反応するよう、必要な対応を社員・職員が各自で身につけておく
こと。そのためには、経営トップが、統一的に、事業者の意思及び方向性を職場
内外に明確に示して、社員・職員に内容を十分理解させ、事業者等の風土・文化
として定着させることが重要

（２）防災の基本方針

安全方針には、輸送の安全の確保を的確に図るために、少なくとも次に掲げる

事項の趣旨を盛り込むものとする。
①安全最優先の原則
②関係法令等の遵守
③安全管理体制の継続的改善等の実施
なお、事故、自然災害等が発生した際の行動理念として人命最優先の原則の

趣旨を安全方針、又は事故、自然災害等への対応に係る社内規則・ルール等に
盛り込むものとする。
また、社員・職員等にその内容を理解させ、実践することができるよう、でき

るだけ簡明な内容とする。
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★最終目標
社員・職員の一人ひとりが
方針に則り行動できること

形式は事業者が判断して決定

社員・職員への浸透度合い
を定期的に確認

安全方針

●

●

●

その１

その２

安全方針

防災対応マニュアル

●

●

●

防災の基本方針

防災の基本方針

【参考】安全方針と防災の基本方針



② まず、事業を展開する中、輸送の安全を確保する上で、どのような自然災害に遭

遇する恐れがあるかを想定する必要があります。

21

（３）リスク評価

① 自然災害対応に関する取組を進める前に、まず、自社の取組の現状、自然災害

に対する脆弱性（弱点）を把握する必要があります。

⑤ 上記④の結果について、ハード面、ソフト面の両面から、どのような対策を講じるの

が最適であるか、費用面、容易さ、リスクの大きさと発生頻度等を総合的に勘案し

て、何が現実的な対策かを見極めることが重要です。

③ そのためには、国や地方自治体が公表しているハザードマップ、過去の被災経験

等から、どのような自然災害（種類、程度）のハザード（脅威）が潜んでいるか、本

社及び各営業所並びに運行（航）エリアなど、事業を展開する範囲を対象に把握

する必要があります。

④ 上記③の結果を踏まえ、次にそのハザードによりどの程度の被害（人的、物的、社

会インフラ）が想定されるか、事業にどのような影響を及ぼすかについて、考察しま

す。
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ハザードマップ等で想定されている情報は軽視してはならないことが、熊本地震で改め
て立証された。※発生確率・地震の規模（マグニチュード）・揺れの大きさ（震度） 等。

●本震の予測震度分布（布田川断層・布田川区間）●本震の発生震度分布（布田川断層・布田川区間）

M7.0程度

M7.3

出典：地震本部「布田川断層帯・日奈久断層帯の評価」（2013）

発生確率＝30年以内に0.9%（Aランク：やや高い）

＜熊本地震本震における実際の震度分布と予測震度分布等の比較＞

出典：気象庁「熊本地震推計震度分布図」

活断層による地震発生リスク
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南海トラフ巨大地震に伴う津波想定浸水深

◎梅田駅(0.5～3m)
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PC、サーバ
通信機
重要書類 等

輸送機械
荷物
冷凍機 等

車庫
車両整備の施設・設備 等

事務所 倉庫 車両 住宅

2階建て建物が
水没します

出典：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（第一次報告）資料「南海トラフの巨大地震建物被害・
人的被害の被害想定項目及び手法の概要」等を基づき大臣官房運輸安全監理官室が作成

木造家屋の半数以上が
全壊します

5.0m

3.0m

0.5m

0m

2.0m

1.0m

木造家屋のほとんどが全
壊します

ほどんどの人が亡くなりま
す

避難行動がとれなくなりま
す

※標準の配色
※10m~20mは薄紫、

 20m~は紫。

※図は目安です。

津波の浸水深と施設・設備との関係イメージ
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【参考】重ねるハザードマップで確認できる災害情報



会社全体のすべての自然災害を対象としたリスク評価と対応状況を総括表に纏め、現状を
把握。今後の対応については、例えば、中長期計画などに纏める。

拠点

自然災害リスク 事前の備え

地震 津波
液状
化

浸水 雪
耐震
基準

非常
電源

予備
燃料

情報
冗長

代替
通信

止水
対策

避難
場所

雪
対策

本社 大 小 小 大 小 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

営A 大 大 大 小 小 〇 × △ 〇 〇 〇 〇 〇

運行ｴﾘｱ 大 大 大 小 小 － － － － － － － －

営B 大 中 中 大 大 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

運行ｴﾘｱ 大 中 中 中 大 － － － － － － － －

営C 大 中 小 中 中 〇 × △ 〇 〇 〇 〇 〇

運行ｴﾘｱ 大 小 小 大 中 － － － － － － － －

営D 中 小 大 中 大 〇 × △ 〇 × × 〇 〇

運行ｴﾘｱ 中 小 大 大 大 － － － － － － － －

営E 大 小 小 大 小 × × △ 〇 × × 〇 〇

運行ｴﾘｱ 大 大 小 小 小 － － － － － － － －

営F 大 大 小 小 小 × × △ 〇 × × 〇 〇

運行ｴﾘｱ 大 大 小 小 小 － － － － － － － －

拠点毎のリスクと事前の備えの見える化

26

※総括表は網羅的なものではない。

自然災害リスク評価の対応状況総括表



27

【事例】

トラック（営業用普通貨物2t超）100台を所有する運輸事業者がフリート契約

（車両保険500万、対人・対物無制限、人身傷害3,000万）で保険契約している場合、下表の通り車

両全損の台数に応じて保険料は増額。

出典：大手損害保険会社の試算によるモデル例

保険契約と損害の内容 割引率と保険料の変化

事例

保険料の割引率が0％、

6,000万円の事業者の

トラック13台が水没全損

（支払額6,500万円以上）

した場合

割引率：0％  割増率50％

保険料：6,000万円  約9,000万円

本モデル例から、前年度と次年度保険料の差額3,000万円について、

10年×300万円を投資して損害回避すれば、不稼働損と保険料増額を回避できる可能性あり。

【参考】被災した場合の保険料の増額について



事業者及び社会インフラの被害を想定・事業への影響度を見積る
ハザードマップ、耐震基準等の情報を活用して事業者の本社、営業所、施設、車両・船舶・機材等に対す
るハザードを整理し、発生する被害（規模・程度・額）を想定し、事業への影響度を見積もる。

・営業所、施設等の耐震基準、地盤の強さ、想定浸水深、海面の高さ、がけ崩れの恐れ等を確認。
・ハザードマップは、地方自治体、国土交通省等が公表しているものを活用。過去の被災経験の内容も再確認。
・事業者の被害としては、人的被害及び物的被害に分けて整理。

STEP 2

自然災害の種類・規模を想定
事業者（本社、営業所等）の地理的位置、立地、運行（航）エリア等から自社が遭遇する恐れのある自然災
害の種類・規模をハザードマップ等の情報を活用して特定

STEP 1

事前の備えから事後の対応までの対策検討(対応すべき課題を特定)
STEP２の結果に基づき事前の備えから事後の対応まで対策(内容・レベル、ハード面、ソフト面の両面)を
検討。事前の備えは、①計画的装備、②緊急連絡網、③防災マニュアル、④事業継続計画、⑤タイムライ
ンを検討・決定。事後の対応は、初動対応と再開・復旧等を検討・決定

・事業への影響度（重要度）、費用多効果等を考慮して短期的、中長期的な計画に分けて検討。

STEP 3

対策を実行
STEP３の結果に基づき事前の備え、事後の対応を実行 訓練等を通して検証し見直し・改善 

STEP 4

自社の現状を把握したうえで、必要な取組を検討し、優先度を勘案し取組計画へ反映。

28

自然災害リスク評価（一般的な手順）



概要 ｊ

台風接近時における運航船舶への入域見合わせ・湾外避泊指示（自主的な走錨事故防止対策）

取組◇ 

同社は、令和元年 10 月 12 日、台風 19 号（中心気圧 960hPa・風速約 40m/s） が東京湾を

北上直撃した際、強風影響を伴う台風右半円の東京湾内直撃に備え、湾内各錨地その他での同時多

発的な走錨事故が発生するリスクを勘案し、約 130 隻に及ぶ自社運航船の自主的な入域見合わせ

及び湾外への迅速な退避・湾外避泊を指示する海難事故防止のための未然防止策を講じた。

取組の効果◇ 

未然防止策により、湾内での錨泊隻数が減少

したため、錨地の混雑が緩和され、同時に多発する

走描等が発生した際の他船との衝突・座洲事故の

リスクを軽減。

なお、この取組について、海上の保安・安全

への貢献が認められ、海上保安庁長官により

感謝状が贈呈。

海事モード（内航貨物）＜JFE物流株式会社＞
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取組事例 自主的な走錨事故の未然防止対策参考



（９）関係者との連携
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①地方自治体との連携

大規模な自然災害が発生した場合、運輸事業者の経営資源（要員や機材等）だけでは

救助活動等に対応できない場合も想定されるため、地方自治体や国と被災情報を共有し、

被災者の避難、救助、救護に向けた活動が円滑かつ迅速にできるよう、地方自治体との

間で連携関係（災害協定の締結等）を構築しておくことが重要

②国の行政機関との連携

緊急時の警察、消防、海上保安庁への救助要請、国土交通省の地方行政機関である

地方整備局、地方気象台、地方運輸局、地方航空局は、TEC-FORCEの派遣等による被

災地支援することが可能。事業者からも、防災訓練等の機会も活用して、国の関係機関

に気軽にアプローチして頂き、緊密な連携関係を醸成していくことが望まれる

③他の運輸事業者との連携

被災時の迅速な代替輸送を行うためには、予め他の事業者との間で代替輸送に係る取

り決めを行っておくと、速やかに代替輸送を立ち上げることが可能。地域コミュニティ

における共助の観点からは、同じ地域に所在する事業者間で防災の協力関係を構築して

おくことも期待

（９）関係者との連携
運輸事業者は、関係者（以下の①、②、③）との

連携関係を構築することが防災力を高める上で重要



「顔の見える関係」の構築
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「顔の見える関係」の具体的なイメージとしては、異動等により担当者の交代があった場合でも、
公用（社用）の携帯番号を交換でき、困った時に相談が出来るレベルを想定

解説

同業他社

他業種
事業者

運輸事業者

各種連携調整

相互連携

代替輸送調整

情報共有
調整

地方公共団体

地方整備局
（復旧支援）

気象災害情報機関
（情報提供）

警察・自衛隊・
消防・海上保安庁等

（救助）

事業者団体

地方運輸局
（総合調整）

調整

調整

調整

災害時輸送協定の締結

大規模な自然災害が発生した場合に備え、国、地方公共団体、運輸事業者との連携のトライア

ングルを構築し、日頃から「顔の見える関係作り」や「災害協定」を締結しておくことで、何処
に連絡すれば、どのような対応を行ってくれるか判断できます。



概要◇ 

災害時における支援物資の円滑な輸送、企業等事業活動の早期復興のため、以下の取組を実施

取組◇ 

＜官民連携＞

○災害対策基本法、国民保護法に係る「指定公共機関」に指定されており、自治体等と「災害時
における物資輸送等の支援に関する協定」を締結

＜BC（事業継続）企業連携＞

○異業種企業における事業継続の取組や課題について情報交換するとともに共通課題の解決や協
力関係の深化を図ることを目的に継続的にBC企業交流会を開催

○大手通信事業者とBC協定を締結し、双方の事業継続と被災地支援に関する相互協力を確認

取組の効果◇

①自治体との協定を包括連携協定に発展させ、災害のみならず、高齢者見守りや観光復興など平
時からの地域との連携を強化し地域活性化に資する活動を実施

②大規模災害訓練の共同開催、道路・気象情報プラットフォーム構築などの取組が進展

自動車モード（トラック）＜佐川急便株式会社＞
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官民・企業連携に向けた取組 事例(トラック事業者)



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

交通運輸事業者の防災マネジメント強化 （総力戦で挑む防災・減災プロジェクト登録施策）

交通運輸事業の大半は民間事業者が担っており、中小企業も多い。頻発化・激甚化・広域化する自然災害への対
応体制・取組は強化の途上であることから、各交通運輸事業者の経営層の防災意識の向上を図り、事前の対策を促
進することが不可欠。

■平成17年のJR福知山線脱線事故後に開始した運輸安全マネジメントの仕組みを活用し、交通運輸事業者の防災
 意識向上及び事前対策強化等を図るため、「運輸防災マネジメント指針」を策定（令和２年７月）。
■地方運輸局等主催のセミナー・ワークショップを通じて、中堅・中小企業も含めた事業者の理解の醸成を図るとともに
 経営トップとの対話を通じた「運輸安全マネジメント評価」を通じて、事業者の取組状況に応じた災害対応力向上に
 関する支援を実施し、防災マネジメントの導入を促進（令和２年夏から）。

課題

対応

各交通運輸事業者の自然災害への取組の確認･普及啓発

○本省・地方運輸局の職員が事業者に赴き、経営トップ等と対面によ
 る「運輸安全マネジメント評価」の実施の際に、自然災害に対する
取組を確認することにより、 経営層の防災意識の向上を図り、事前
の対策を促進するためのアドバイスを実施。

○交通運輸事業者を対象としセミナー・ワークショップにより事業
者の防災知識の普及・啓発および理解の醸成を図り、自然災
害に対する取組や人材育成を推進するとともに、事業者間等
の連携を促す取り組みを実施。

「運輸防災マネジメント指針」の策定

○経営トップの認識と組織全体としての対応を促進するため、平成29
 年７月に自然災害等の社会環境や事業環境の変化に対する対応に
 ついて、経営トップの責務及び重大な事故等への対応において、交通
 運輸事業者に期待される安全管理の取組としてガイドライン（※）に
 明記。

○「自然災害」への対応に関する解説として、交通運輸事業者の企業
 防災体制の構築・実践の要点をまとめ、経営トップのリーダーシップの
 下、その実践を促す「運輸防災マネジメント指針」を策定し、交通運
 輸事業者に期待される具体的な取組を記載し、交通運輸事業者
の自然災害への対応に関する理解を深め、取組の促進を図る。

※「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン～輸送の安全性の更なる向上に向けて～」。
 交通運輸事業者における安全管理体制の構築・改善に係る取組のねらいとその進め方の参考例を示す。

経営トップ等への
運輸安全マネジメント評価の様子

運輸事業者との
セミナー・ワークショップの様子

防災力向上＋事業継続を目指す取組 平時の「備え」と迅速な初動

「備え」と初動①：関係者との連携等 「備え」と初動②：教育と訓練

「運輸防災マネジメント指針」の要点



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

「運輸防災マネジメント指針」の意義

背 景 
「運輸安全マネジメント」の
自然災害対応への活用

〇運輸安全マネジメントは、

 平成１８年の制度開始以来、

輸送の安全向上に実績

〇運輸安全マネジメントの

 基本方針及びガイドラインに

 「自然災害対応」を明記（H29）

〇自然災害に対して、各事業者

固有の課題を踏まえた具体的

対応が必要

〇自然災害に運輸安全マネジメン

トを活用するためのガイダンスの

不在

「指針」を策定

・ 全社的な自然災害対応への

  取組（防災＋事業継続）を促進

 ・事業者の「防災マネジメント」の

取組を評価し、運輸事業者の

防災対応のPDCAを支援

〇自然災害の頻発化・激甚化

→輸送の安全の脅威に

〇運輸事業は国民生活・経済

 を支える重要インフラ

→災害時も事業継続が必要

〇運輸事業者の防災意識を

 一層向上させることが必要

〇他方で運輸事業者の多くは

 中小企業

 

「運輸防災マネジメント指針」
の策定（令和2年7月）

運輸事業者

国土交通省・地方運輸局

交通運輸事業者の防災マネジメント強化 （総力戦で挑む防災・減災プロジェクト登録施策）

「各交通運輸事業者の自然災害への取組」の確認･普及啓発の状況
運輸安全マネジメント評価（近畿運輸局管轄事業者）

実施年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度 令和6年度※

事業者数 48 38 52 47 22

計 207者

※R6.12まで分

運輸防災セミナー・ワークショップ（近畿運輸局 開催分）

開催年度
令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

参加者数 35 71 32 43 57 95 80 88

延べ 501者



②「TEC-FORCE」（運輸局リエゾンの派遣
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国土交通省緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE（テックフォース）」は、地方整備局、
地方運輸局、地方航空局、気象庁（JETT）等の単位であらかじめ組織され、自然災害に
より重大な人的・物的被害が生じる又はそのおそれがある場合に、被災現場や被災地域の
自治体に派遣され、被害の拡大防止や早期復旧等を目的に活動します。
また、運輸事業者に密接に関連がある地方運輸局TEC-FORCEは、以下の班により構成

され、被災自治体等の支援を行います。
・リエゾン班

被災地域の地方公共団体等に派遣され、被災状況の情報収集、支援ニーズの把握、
助言及び関係機関との情報共有等を実施します。

・輸送支援班
緊急・代替輸送に関する情報収集、支援ニーズの把握、調整等を実施します。

・被害状況調査班
踏査等により、被災状況を調査します。

珠洲市の物資拠点で、被害状況や支援
ニーズ等の情報を収集する運輸局リエゾン

TEC-FORCEとRAIL-FORCEによる
のと鉄道の現地調査



○令和6年(2024年)1月1日16時10分にマグニチュード7.6、深さ16kmの地震が発生し、石川
県輪島市、志賀町で震度7を観測した他、北海道から九州地方にかけて震度6強～1を観測

○ この地震により石川県能登に対して大津波警報を、山形県から兵庫県北部を中心に津波警
報を発表し、警戒を呼びかけ

■震度分布図

１月１日16時10分の地震

■津波警報等発表状況（1月1日16時22分発表）

震度７：石川県志賀町

震度７：石川県輪島市
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■津波の観測状況

令和６年能登半島地震の概要



○地震による建物の倒壊・損壊に加え、輪島市では市街地の火災による「複合災害」が発生
○石川県珠洲市、能登町及び志賀町の3市町、新潟県上越市では、津波により約200ha浸水
○石川県、富山県、新潟県の広い範囲で、液状化による被害が発生

津波の引き波による住宅2階部分
の流出状況（能登町）

焼失した市街地を北側から撮影した様子（輪島市）建築物の損壊状況（七尾市）

【写真出典】国土技術政策総合研究所現地派遣者および石川県知事会見資料より

＜死者・負傷者、住宅被害＞
※新潟県の公表資料において新潟市の住家被害(罹災証明申請数)は本表に反映していない
※富山県の公表情報において住家被害の「未分類」と表記されている情報は本表に反映していない
※石川県の死者数は石川県の公表資料に基づく

木造建築物の倒壊状況（穴水町）
液状化による地盤の流動状況（内灘町）

死者・負傷者 死者 401名（うち、災害関連死174名） 負傷者1,336名 （令和6年10月1日14:00 消防庁）

住家被害
全壊 6,421戸 半壊 22,823戸 床上・床下浸水 25戸
一部損壊 103,768戸

（令和6年10月1日14:00 消防庁）

避難者数
最大 51,605名（1道9県1府）
現在 348名（石川県）

（令和6年1月2日5:00 内閣府）
（令和6年10月1日14:00 内閣府）

停電
最大 約40,000戸（北陸電力管内1/1 16:10時点）
現在 安全確保等の観点から電気の利用ができない家屋等を除き復旧(石川県）

（令和6年3月15日13:00 経済産業省）

断水
最大 約136,440戸（石川県、富山県、新潟県、福井県、長野県、岐阜県）

5月31日時点において、建物倒壊地域を除いて、断水解消
（令和6年7月30日14:00 国土交通省）

■被災状況
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住宅、ライフライン等の甚大な被害
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被災地における地理的特徴（熊本地震との比較）

○今般の地震は、被災地が山がちな半島であり、三方を海に囲まれ、地理的に制約がある中でアクセス
が困難であること、高齢者が多い地域であることなどの地理的・社会的特徴があった。



鹿磯（かいそ）漁港で約4mの隆起を確認

「だいち2号」の観測データの解析結果（1月2日公表）

地殻変動（準上下方向） （1月19日更新）
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令和６年能登半島地震に伴う地殻変動と津波

○熊本地震による津波は、有明・八代海に津波注意報が発表されたものの、内陸で発生した地震であっ
たため観測されなかった。

○能登半島等の広い地域で津波による浸水や隆起が認められ、能登町（のとちょう）や珠洲市（すず
し）では、4ｍ以上の津波の浸水高を観測、輪島市西部で最大約4mの隆起が見られた。

【出典】国土地理院
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html#8-2

津波による飯田港の被害状況

漁船等の転覆

防波堤の損傷



○道路、上下水道施設を中心に甚大な被害が発生。

国道249号大谷トンネル（珠洲市） 国道249号道の駅千枚田付近（輪島市）

道路
能越自動車道、北陸自動車道、国道249号（石川県管理）、国道8号等で被災通行止め
（北陸自動車道は1/2、国道8号は1/27に通行止め解除。能越自動車道は7/17に全区間で
対面通行確保（越の原IC～穴水ICの能登大橋付近は9/10から対面通行確保））

上水道 5月31日時点において、早期復旧が困難な地区を除いて、断水解消。

下水道
処理場33施設（石川県・新潟県・富山県）、ポンプ場14個所（石川県）
管路施設（石川、新潟、富山、福井県の62市町村のうち32市町村で被害無、

 30市町村で応急対応により流下機能確保済み）

河川
4水系4河川16個所で施設損傷等（国管理）、66水系113河川で施設損傷等（県管理）
河原田川、山田川等で土砂崩れによる河道閉塞が発生

海岸 22海岸で堤防護岸の損傷等を確認（石川県管理の宝立正院海岸、三崎海岸等）

土砂災害 456件（新潟県18、富山県14、石川県424）

港湾 22港（石川県・富山県・新潟県・福井県）で防波堤や岸壁、ふ頭用地等に被害が発生

空港 能登空港（滑走路上に深さ10センチ長さ約10メートル以上のひび割れ4～5個所）

鉄道 運転を見合わせている路線：なし

輪島港の被災（輪島市）

下水道マンホールの浮き上
がり（輪島市）

【写真出典】国土交通省道路局
WEBサイトおよびTEC-FORCE

撮影

浄水場から配水池へ向かう水
道管の破損・露出（輪島市）

岩屋浄水場の被災（七尾市）

■被災状況 （令和6年10月1日14:00国土交通省）
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能登空港の被災（穴水町）

インフラの甚大な被害
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令和６年能登半島地震における緊急物資輸送
○1次輸送（全国→県の広域物資拠点）
国は、支援物資を調達し、被災自治体からの要請を待たずに、被災者の命と生活環境に
不可欠な物資を広域物資拠点へ緊急輸送する「プッシュ型支援」を実施（1/3～3/23）
物資供給事業者が輸送手段を確保できない場合、全日本トラック協会に協力要請し、ト
ラックの手配を確実に実施

○2次輸送（県の広域物資拠点→市町の物資拠点）
自衛隊による輸送や石川県からの要請に応じた県トラック協会による輸送で対応。県の
物資拠点において、大手トラック事業者が荷捌きや物資管理の効率化に協力

○3次輸送（市町の物資拠点→避難所等）
発災当初、主として市町の職員や自衛隊が車や徒歩などで輸送。その後順次、市町の物
資拠点において、トラック事業者等が荷捌きや物資管理の効率化、及びラストマイルの
着実な配送に協力
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○大規模災害が発生した場合には、国が自ら、被災都道府県からの具体的な物資要請を待
たずに、被災者の命及び生活環境に不可欠な必需品等を調達し、被災地に緊急輸送

○国が行うプッシュ型支援は遅くとも発災後3日目までに、必要となる物資が被災府県に
届くよう調整

【出典】内閣府防災WEBサイト

プッシュ型支援の概要



TEC-FORCE隊員（運輸局リエゾン）の市町派遣について 

被災市町（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町）等へのテックフォース隊員（リエゾン）

の派遣を1月１日から開始し、５月３１日現在で１８２名（北陸信越運輸局が主力、内他局４６名）を派遣。

主に支援物資輸送状況・体制（市町の物資拠点・ラストマイル輸送）の確認・調整を実施した。

市町リエゾンの主な業務

市町リエゾン活動における課題

■支援物資輸送状況・体制（物資拠点・ラストマイル輸送）の確認・調整
物資拠点・避難所訪問、拠点担当者・運送事業者等からの情報収集、本省との定例

会議への出席

■避難者等の輸送状況の確認
 ２次避難の準備状況等についての情報収集、日毎の 1.5 次、2 次避難輸送者数の

確認、２ 次避難輸送・鉄道代替輸送・空港アクセス交通（輸送開始日）の現地調査

■情報収集、ニーズ把握、支援策の提案・調整
各市町の災害対策本部会議への参加、市町担当者からのニーズ把握・聞き取り

■財源・物資付の支援メニューの提供
支援物資の輸送については、国が仲介し、契約・費用負担まで行うプッシュ型支援

（物 流事業者派遣）を実施。市町へ支援できるメニュー（支援可能範囲）があらかじ
め明確になっていると、リエゾンは活動しやすくなる。

■水道、宿泊施設、食料がない状況下におけるリエゾンの宿泊場所の確
保（宿泊可能車両や 周辺の宿泊施設の早期確保） 

■自動車の運転に不慣れな職員が増加傾向にあり、現地でのリエゾン
業務が困難

【提供】北陸信越運輸局 43



TEC-FORCE隊員（運輸局）の派遣実績について（R7.2.1更新）

種別
人数※１ 人日

派遣期間
北信局 他局※３ 合計 北信局 他局 合計

①県庁 ３６ ３６ ２７２ ２７２ １/１～５/３１

②市町 １/１～３/３０

輪島市 １９ １１ ３０ ８６ ４１ １２７ １/５～３/３０

珠洲市 ２６ １０ ３６ ９４ ３５ １２９ １/５～３/３０

穴水町 １６ １６ ９０ ９０ １/１０～３/３０

能登町 １５ １５ ６１ ６１ １/９～３/３０

七尾市 ６ ６ ４０ ４０ １/９～３/１３

志賀町 ７ ７ ３９ ３９ １/９～３/１３

③鉄道（のと鉄道） １２ １２ ６３ ６３ １/１８～２/１６

④観光（和倉温泉） ２ ２ ５ ５ １/２０～１/２４

⑤運転業務 ５５ １５ ７０ １４９ ７０ ２１９ １/４～

⑥本局支援 ４ ４ ２８ ２８ １/１２～１/２９

⑦バス協会支援 ５ ５ ２７ ２７ １/１３～１/２６

⑧トラック協会支援 １ １ １４ １４ １/１６～１/２９

合計 １３６※２ ４６※２ １８２※２ ８９９ ２１５ １，１１４ １/１～５/３１

１．TEC-FORCE隊員の派遣状況

※１ 同じ隊員が複数回参加していても1名としてカウント ※２ 同じ隊員が①～⑧に跨がって参加していても1名としてカウント
※３ 他局は、広域派遣要請に基づき派遣された職員のみ掲載(それ以外は２．その他 に記載）

２．TEC-FORCE派遣要請に基づくものでないが、他局から支援のあった業務

・本局業務支援 ２名 １０人日 （１／６～１／１５）
・バス協会支援 １名 ４人日 （１／９～１／１２）
・トラック協会支援  ２名   １０人日  （１／６～１／１５） 【提供】北陸信越運輸局

（運輸局系合計） （※本局＝北陸信越運輸局 他局＝その他運輸局）
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○1月2日、プッシュ型支援物資の受け入れ拠点として、石川県産業展示館4号館（のちに3号館も）を広
域物資輸送拠点に決定。

○大型車両の施設内進入及び物資の積下ろしが全て屋内で対応できたため、フォークリフトを使った円滑
な物資オペレーションが行われ、物資拠点として非常に適した施設であった。

○一方で、プッシュ型支援の物資に加え、他の自治体、企業、個人からも支援物資が十分な調整がなく物
資拠点に搬入されたため、受け取り調整等に混乱が生じた事例があった。

○発災当初は県職員約50名で対応しており混乱していたが、1月8日以降、自衛隊員が拠点に入り仕分け
作業を行った。

○発災直後は搬入車両が渋滞を起こし、搬入出に時間を要したが、1月8日からトラック事業者等へ拠点
管理業務を委託し、円滑に行われた。

【出典】内閣府防災WEBサイト

広域物資輸送拠点（産業展示館）の状況
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運輸局リエゾンが確認した市町の物資拠点の状況（その1）

・物資が床に直置きされていた。内部での移動には台車を使用。
・管理者にインタビューするとパレットやハンドリフトなどは使用せず、予定もないとのことで、

納品はパレタイズもあるが、全て人力で手下ろし、手積みで荷役している状況を確認

・床の一部が抜け落ちていた 重量物を置いてい
た為で 他にも危険な箇所があるらしい 体育館
の床荷重を超えたものと想定
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○物資搬入の様子

バケツリレー方式でトラックから下ろす

保管場所に直に積み上げる

体育館側にプラットホームも造られていたので、フォークリフト、ハンドリフトを使えばかなり効
率が上がる処ですが、そこまでが対応できていなかった事例

庫内移動は台車

運輸局リエゾンが確認した市町の物資拠点の状況（その２）
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○市町の物資拠点は主に体育館が選定されているが、ハンドフォークやパレットなどの機材
が無く、搬出入に時間を要していた。

○被災自治体の職員だけでは配送手段の確保や物資拠点の管理が困難であったことから、石
川県の広域物資輸送拠点と同様にトラック事業者等に管理及び配送を委託することで円滑
に避難所まで支援物資が届けられるようになった。

施設の耐荷重を超えた物資積載により物資拠点の床が陥没

雑然と置かれた物資

手積み、手降ろしによる作業 フォークリフト等の資機材を導入した
荷下ろし、荷積み

トラック事業者等の支援なし トラック事業者等の支援あり

①トラック事業者等による管
理が行われる前の物資拠点

②物資拠点に派遣されたリエゾ
ン等が管理や配送状況を確認

③トラック事業者等による管理開
 始（左記①）から2日後の拠点

トラック事業者等の支援なし トラック事業者等の支援あり ○民間輸送事業等の持つノウハウ（
支援物資の管理・輸送等）や能力
（施設、資機材等）を活用するこ
とで、迅速かつ効果的に管理や運
営が機能

○地方公共団体等は、予め民間輸送
事業者等との間で災害協定を締結
しておく等、協力体制を構築して
おくことが重要

市町の物資拠点の概況

トラック事業者等の支援なし
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物資拠点における民間事業者等の変遷（及び運輸局リエゾンの関わり）

～7 ～１５ ～２２ ～３１ ～7 ～１５ ～２２ ～29 ～7 ～１５ ～２２ ～３1 ～7 ～１５ ～２２ ～３１
実施者

市町・県 ～3/31

自衛隊 ～2/29

民間 【日通】1/12～23まで 【トナミ】１／２４～

対口支援 ～3/31

市町（公用車）

自衛隊 ～2/29

民間 【ヤマト】1/9～31まで 【トナミ】2/1～

市町・県

自衛隊 ～3/9

民間 【静運】2/4～ ～3/31 【トナミ】4/1～

対口支援 ～3/31

市町（公用車）

自衛隊 ～2/29

民間 【静運】2/4～ ～3/31 【トナミ】4/1～

市町・県

自衛隊 ～3/28

民間 【西濃】1/7～13 【西濃】1/19～25 【西濃（庫内責任者）】3/21～【佐川（荷捌き）】3/25～

対口支援 ～3/27

市町（公用車）

自衛隊 ～3/28

民間 【コープ】2/13～ ～3/15 【佐川】3/25～

市町・県

自衛隊 ～3/19

民間 【佐川】1/10～

対口支援 ～3/19

市町（公用車）

自衛隊 ～3/11

民間 【佐川】1/10～

市町・県 ～2/29

自衛隊 ～2/29

民間 【佐川】3/1～ 　

対口支援 ～2/29

市町（公用車）

自衛隊 ～2/29

民間 【佐川】1/23～

市町・県

自衛隊 ～1/21

民間 【佐川】1/18～

対口支援 ～2/9

市町（公用車）

自衛隊 ～1/21

民間 【佐川】1/4～　　【丸一・瀧の川】1/12～

市町・県

自衛隊 ～1/21

民間 【トヨタ】1/14～ ～1/30

対口支援 3/12以降は未確認

市町（公用車）

自衛隊 ～1/21

民間 【トラ協】1/8～　【ダイハツ】1/1９～30

七尾市
ＪＡ低温倉
庫・矢田新
第2ふ頭

荷捌き

避難所への配送

志賀町
役場本庁
舎・総合体

育館

荷捌き

避難所への配送

穴水町
B&G

体育館

荷捌き

避難所への配送

3月1月 2月

避難所への配送

能登町
柳田

体育館

荷捌き

避難所への配送

健民
体育館

荷捌き

珠洲市

4月自治体

避難所への配送

荷捌き

輪島市

門前
体育館

文化会館
マリンタウ

ン

避難所への配送

荷捌き

■1/12 県庁現対（運輸系）から穴水町（副町長）に対し民間移行

を打診

■1/13 佐川急便（本社）が町を訪問し、参入可能である旨伝える

が、断られる

※以降、現地リエゾンが町担当者等に効率化のための民間事業

者の必要性について継続的に説明

■1/14 町から佐川へ連絡。民間移転に向けた調整を開始

■1/15 佐川、町、自衛隊、運輸リエゾンで打合せ

■1/23 佐川参入（国費負担で）

■輪島市より物流事業者の派遣要望あり（リエゾンを通じ、運輸局

が対応）

■運輸局貨物課がトナミ運輸と調整し了解を得たため、輪島市にト

ナミ運輸を紹介（国費負担で）

■1/17珠洲市（対口浜松市）より物流事業者の派遣要望あり（リエ

ゾンを通じ、運輸局が対応）

■運輸局貨物課が西濃運輸と調整し了解を得たため、珠洲市に西

濃運輸を紹介（国費負担で）

■1/19より西濃が再参入

【提供】北陸信越運輸局 49



災害時における支援物資輸送の協定締結状況

自治体数 協定締結 協定未締結 協定締結率

北海道市町村 179 162 17 91%

青森県市町村 40 8 32 20%

岩手県市町村 33 21 12 64%

宮城県市町村 35 34 1 97%

秋田県市町村 25 25 0 100%

山形県市町村 35 28 7 80%

福島県市町村 59 20 39 34%

茨城県市町村 44 44 0 100%

栃木県市町 25 25 0 100%

群馬県市町村 35 12 23 34%

埼玉県市町村 63 63 0 100%

千葉県市町村 54 37 17 69%

東京都区市町村 62 47 15 76%

神奈川県市町村 33 31 2 94%

新潟県市町村 30 8 22 27%

富山県市町村 15 5 10 33%

石川県市町 19 11 8 58%

福井県市町 17 2 15 12%

山梨県市町村 27 19 8 70%

長野県市町村 77 20 57 26%

岐阜県市町村 42 14 28 33%

静岡県市町 35 32 3 91%

愛知県市町村 54 42 12 78%

○各都道府県と指定公共機関や各都道府県トラック協会との協定締結率は100%である。
○大規模な自然災害により被災した地域の市区町村は、一部の地域を除き、協定締結率が高

い傾向にある。

出典：「災害時応援協定システム」のデータをもとに運輸安全防災で作成

※「災害時応援協定システム」への登録はあくまでも各自治体の任意であり、災害に関係する全て
の協定等が登録されているものではありません。

※当該システムから抽出した物流事業者等については、指定公共機関（(公社)全日本トラック協会、
日本通運㈱、福山通運㈱、佐川急便㈱、ヤマト運輸㈱、西濃運輸㈱、 (一社)AZ-COM丸和・支援
ネットワーク）及び各都道府県トラック協会となるため、物資輸送に関する全ての協定先が抽出
されていません。

自治体数 協定締結 協定未締結 協定締結率

三重県市町 29 13 16 45%

滋賀県市町 19 8 11 42%

京都府市町村 26 7 19 27%

大阪府市町村 43 26 17 60%

兵庫県市町 41 31 10 76%

奈良県市町村 39 7 32 18%

和歌山県市町村 30 30 0 100%

鳥取県市町村 19 7 12 37%

島根県市町村 19 6 13 32%

岡山県市町村 27 10 17 37%

広島県市町 23 14 9 61%

山口県市町 19 8 11 42%

徳島県市町村 24 9 15 38%

香川県市町 17 16 1 94%

愛媛県市町 20 13 7 65%

高知県市町村 34 3 31 9%

福岡県市町村 60 28 32 47%

佐賀県市町 20 1 19 5%

長崎県市町 21 8 13 38%

熊本県市町村 45 40 5 89%

大分県市町村 18 2 16 11%

宮崎県市町村 26 6 20 23%

鹿児島県市町村 43 3 40 7%

沖縄県市町村 41 4 37 10%

合計 1,741 1,010 731 58%
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280kW 40kW

①地方公共団体と連携した物資輸送訓練の実施支援

 ・災害時のラストマイル輸送における人員不足等が懸念されている
地方公共団体と物流事業者等との連携訓練を支援。

②物流施設への非常用電源設備の導入支援

 ・災害時等においても物流拠点の電源機能を維持し、迅速かつ
円滑な物資輸送体制を維持・確保するため、サプライチェーン
上で重要な物流施設への非常用電源設備の導入を支援。

○ 能登半島地震の経験を踏まえ、地方公共団体と連携した物流事業者の災害対応能力の強化を促すため、地方
公共団体と災害協定を締結した物流事業者の物資輸送訓練や物流施設への非常用電源設備の導入等を支援。

事 業 目 的

③地方公共団体と連携した物流事業者の災害対応能力強化事業

事 業 概 要

＜非常用電源設備＞

○ 能登半島地震の際は、物流専門家の不在等により、ラスト
マイルにおける支援物資の輸送や保管に混乱が生じた。

○ 一方で、約４割の市区町村では、輸送・保管・物流専門家
の派遣に係る物流事業者との災害協定を締結していない。

○ また、営業倉庫等の物流施設は、災害対策基本法に基づく
防災基本計画で災害時の物資拠点としての役割が期待され
ており、国民の安定的な生活の確保と社会の安定の維持に
不可欠なサービスとして事業の継続が不可欠。

要求の背景 ・経緯

床が抜け落ちた体育館 雑然と平積みされた物資手積み・手卸し

62%

38%

※令和６年度国土交通省調べ

大規模自然災害に備え、
地域の特性に応じた支援
物資輸送体制をあらかじめ
構築しておくことが重要

市区町村数
1,741

(1,079)

(662)
締結

【支援物資輸送に関する災害協定の締
結状況（市区町村）】 約４割の市区町村が

協定未締結
未締結

パレットに載せられた物資フォークリフト等を使って荷卸し、荷積み

６億円（令和７年度補正予算）



本事業の補助要件や今後のスケジュール

①地方公共団体と連携した物資輸送訓練の実施に係る費用：１件当たり最大500万円補助（補助率1/2）

・地方公共団体(都道府県、市区町村)と物流事業者(トラック・倉庫業者)等が参画した協議会等が行う連携訓練
（机上・実働）の実施費用

②非常用電源設備の導入：１件当たり最大1,500万円補助（補助率1/2）

【補助対象施設（予定）】
・営業倉庫
・トラックターミナル
・貨物自動車運送事業者の集配施設
・貨物利用運送事業者の保管等施設
・物流不動産

【要件】
・間接事業を実施する者が、地方公共団体や物流事業者等によって
構成された協議会であること

・当該地方公共団体（都道府県又は市区町村）が交付額の1/2
以上を負担する旨合意していること

【補助対象設備（予定）】
・非常用電源設備（発電設備又は蓄電池）

【補助対象事業者】
・地方公共団体や物流事業者等に
よって構成された協議会

【補助率・上限額】
国費1/2以内、1,500万円

【補助要件等】

令和８年

２月中  執行団体の公募開始

３～４月頃  補助事業者の公募開始

５～６月頃  補助事業者の交付決定

７月以降 事業開始

【今後のスケジュール】



（参考１） 「第１次国土強靱化実施中期計画」におけるＫＰＩについて

推進施策 60

物流事業者における災害対応力の強化

≪目標≫ 

民間物資拠点（全国1,816か所）のうち、災害
時に物流拠点としての機能を維持すること
ができる電源設備の導入完了率

19.7％【R５】 → 50％【R12】→ 100％【R24】

推進施策 61

ラストマイルを含む円滑な支援物資輸送
体制の構築

≪目標≫ 

全国の市区町村（1,741 市区町村）と物流
事業者団体との間の支援物資物流に
関する協力協定の締結完了率 

62％【R６】 → 80％【R12】→ 100％【R17】

○第１次国土強靱化実施中期計画（令和７年６月６日閣議決定）（抄）

第４章 推進が特に必要となる施策
１ 施策の内容
（２）経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化

２）南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の巨大地震対策等
の推進

② 交通結節点等における防災拠点機能の強化



（参考２） 次期「総合物流施策大綱」の策定に向けた提言案の記載内容

○2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会 提言案（令和８年１月30日公表時点）（抄）

（３）大規模自然災害等に備えた物流ネットワークの強靱化

②大規模自然災害等に備えた緊急物資輸送の体制強化等

物流事業者の災害対応能力の強化に向けて、サプライチェーンを維持するために荷主、トラック運送事業者、倉

庫事業者等が連携して取り組むべき重要な対策について積極的な周知活動を行うなど、多様な災害に対応した事

業継続計画（BCP）の策定を進める。また、災害時のラストマイルを含む円滑な支援物資体制の構築に向けて、

全国の市区町村と物流事業者団体との間の支援物資物流に関する連携訓練の実施や官民協力協定の締結を

促すとともに、災害時等も活用できる共同輸配送やドローン配送等の体制構築を平時から進めるため、地方公共団

体が協議会の開催等を通じて地域の物流網の維持・確保に積極的に関与・参画していく機運の醸成を図る。さらに、

災害時の緊急支援物資の輸送拠点となる物流施設について、災害による停電等が発生した際も迅速かつ円滑

な緊急支援物資輸送体制を維持・確保するための非常用電源設備の導入を支援するとともに、地方公共団体の

地域防災計画においても、救援物資の常備保管や発災時の積替・集積拠点としての利用方針などを明確に位

置付けていく。加えて、国は災害時に被災地方公共団体等に職員を派遣し、被災者や支援者の輸送手段の確保、

緊急支援物資の管理・配送等の支援を行う。



ご清聴ありがとうございました。

 



～ 運輸防災マネジメントセミナー ～

大阪府危機管理室
（2026.2.24）

大阪府における自然災害対応
の取り組みについて

１



■ 危機管理室の位置づけ

■ 大阪府の災害

■ 災害への備えと対応

■ 各種災害対策訓練

■ 質疑応答

ご説明項目

２



知 事

危機管理監

本

部

員

《地域防災計画等で想定する災害等》
■自然災害
■重大事故等
■国民保護事態
■その他、感染症等危機事態

各部局長

■所管が明確な事象 （一例）
 ・鳥インフル（環境農林水産部）
 ・感染症（健康医療部）

《所管が明確な事象》

■大規模で社会的影響が大きく全庁
的な対応が必要な危機事象

■所管が不明確な事象

危機管理室へ

大阪府の危機管理上の組織

３



○ 感染症、 ○ 大量殺傷 ○ハイジャック ○ サイバーテロなど

○ 地震･････ ･････ ･･･上町断層帯地震、南海トラフ巨大地震など
○ 津波･･･････ ････ ･･南海トラフ巨大地震、海外での地震によるものなど
○ 風水害･･ ･････ ････台風、ゲリラ豪雨、土砂崩れなど

自然災害

○ 交通機関等･･･ ･･ ･･･ ･･･列車や航空機、船舶事故など
○ 原子力機関･･･ ･･ ･･･ ･･･研究用原子炉、加工施設、発電所など
○ 集客施設･････ ･･ ･･･ ･･･遊園地や商業施設、学校など
○ 府管理施設･･･ ･･ ･･･ ･･･庁舎や学校、福祉施設、医療施設など
○ 石油コンビナート･･･ ･･･危険物・高圧ガス貯蔵施設など
○ 森林、山林･･･ ･･ ･･･ ･･･林野火災など

重大事故等

○武力攻撃事態（着上陸、ゲリラ等、弾道ミサイル、航空攻撃）○大規模テロなど国民保護事態

その他

 地震や風水害などの自然災害だけでなく、府民の生命等に直接的かつ重大な被害が生じ又は生じるおそれのある

事件や事故、外部からの武力攻撃、爆破予告など、危機が発生するおそれがある場合も、危機事象

対象となる危機事象

４



■ 危機管理室の位置づけ

■ 大阪府の災害

■ 災害への備えと対応

■ 各種災害対策訓練

■ 質疑応答

ご説明項目
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約7000～6000年前
海水面が現在の水位より１～２ｍ高く上
昇し、河内平野を覆った水面が、東は生駒
山麓、南は八尾、北は高槻付近まで広
がっていました。
偏西風の影響のもとに沿岸州が発達し、
現在の松屋町筋付近には砂浜が続いてい
ました。

約1800～1600年前
天満長柄の砂州が北へ延びきって、河内
平野（河内潟）への海水の流入をさえ
ぎり、河内潟は淡水湖となりました。

5世紀以降
仁徳期の治水事業により、河内湖の水域
が減少するとともに、流入している大和川枝
川等が河口に三角州をつくります。そして湿
地・草原あるいは堤防敷となり、その後、河
内低地の陸地化が始まります。

【出 典】大阪ブランド資源報告書（大阪ブランドコミッティ、2006年）
【参考文献】「水都」大阪物語（橋爪紳也、2011年）

◎古代から近世への大阪の移り変わり 大半はもともと海だった

大阪の地勢（その１）
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土地利用

北 南

西 東

大阪の都市部は、南北を淀川・大和川、

東西を大阪湾・生駒山に囲まれた低平地で、

非常に水はけが悪く、 水害を受けやすい地形

をしています！

大阪の地勢（その２）
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上町

有馬～高槻
生駒

京都盆地～奈良盆地

三方～花折

三峠～京都西山

中央構造線

野坂

六甲

志筑
湊～本庄

琵琶湖西岸

敦賀

柳ヶ瀬

養老

木津川

活断層帯による地震

東南海地震 東海地震 南海地震 

山崎

Ｍ8～9級の地震が発生する確率
今後40年以内：９０％程度
今後30年以内：８０％程度

海溝型地震
（発生確率は今後３０年以内）

活断層型地震の特徴

・いつ、どこで、どの程度の
  規模で発生するか不明
・Ｍ７クラス

海溝型地震の特徴

・周期的に発生
・被害が広域
・大津波を伴う
・Ｍ８クラス

大阪府に影響を及ぼす大地震

8



◆地震の概要
○発生日時 2018年6月18日 7時58分
○震源地 大阪府北部

（北緯34.8度、東経135.6度）
○震源の深さ  13ｋｍ（暫定値）
 地震の規模（マグニチュード） 6.1

○各地の震度（震度５弱以上）
震度６弱 高槻市、枚方市、茨木市、

箕面市、大阪市北区
震度５強 大阪市都島区、豊中市、吹田市、

寝屋川市、摂津市、交野市他

◆大阪府域における主な被害
○死者 ６名（ブロック塀倒壊等による）
○家屋 全壊20棟、半壊471棟、

一部損壊57,586棟
○停電 5,500戸
○ガス停止 64,254戸

（参照）大阪府災害年報（平成30年中）他

大阪府北部地震の概要

9



大阪府北部地震の概要（地震時の映像）
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出典：気象庁HP

府域では５強から６強の震度

大阪府域の地震分布（南海トラフ巨大地震）
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岩手県宮古市役所
12

津波の様子（東日本大震災）



今回想定
（直下）

H19想定
（直下）

A B

① ②

上町断層帯

震源断層凡例
ー ：地表投影線
□：断層帯
★ ：破壊開始点

直下型地震における地震分布被害（H19⇒今回R8の想定）
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今回想定
（直下）

H19想定
（直下）

有馬高槻断層帯生駒断層帯 中央構造線断層帯

直下型地震における地震分布被害（H19⇒今回R8の想定）
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直下型地震

断層名（地震名）
発生確率 ※１
（30年確率）

全国地震動予測地図
※２

海溝型 南海トラフ地震 80％程度

今後30年間に震度6弱以
上の揺れに見舞われる確率
大阪市
2020年版：30％
2018年版：55％
2017年版：56％

内陸型
(直下型)

上町断層帯 2~3%

生駒断層帯 ほぼ0~0.2%

有馬高槻断層帯 ほぼ0～0.04％

中央構造線断層帯
(根来区間)

0.008～0.3%

【参考】 熊本 布田川（ふたがわ）断層帯
 2016年版：ほぼ０%～0.9％

※１：地震調査研究推進本部が発表した

長期評価(2022年1月)より抜粋

※２：地震調査研究推進本部が発表した

全国地震動予測地図より抜粋

大阪府内で想定される地震（直下型）
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大阪府北部地震
（平成30年6月18日）

H25.4.13 岬町 ５弱
H26.8.6 能勢町 4
H30.6.18 大阪北部 ６弱

R6.1.1 能登半島地震 4

指令部以上で対応した地震

《傾向》
◎数年に１度の割合で、震度４以上
（全庁対応を要する地震）が発生

いつ地震が発生しても対応できるように
日ごろからの備え、例えば職場における
連絡体制の確認、防災訓練等が必要

府内における最近の地震について

16



【出典：地震調査研究推進本
部】

南海トラフ地震
今後30年以内に80％程度
、今後40年では90％程度

の確率で発生を想定

東海・東南海・南海地震の発生状況について
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地 震 発 生 か ら

約 6 0分から 1 2 0分

で1ｍを超える津波

が大阪府域に到達。

大阪市

堺市

高石
市

泉大津市
忠岡
町岸和田市

貝塚市

泉佐野市

田尻
町

泉南
市阪南

市岬町

大和川

淀川

関西国際空
港

和歌山市

神戸市 尼崎市

西宮市芦屋市

±２０cm以上の津波は
約２５～６０分で到達

南海トラフ地震発生時の津波到達時間
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大阪府推計（H25.8.8公表）
南海トラフ巨大地震（Mw=9.1)

19

大阪府の津波浸水想定区域（南海トラフ巨大地震）

◆浸水面積：
約１１，０００ha
(府の面積の約5.8%)

◆地震発生から
約60分から120分で
１ｍを超える津波が
大阪府域に到達

淀川

大和川

万博会場

大阪府の津波浸水想定



浸水面積：9,580ha浸水面積：11,072ha

H25津波浸水想定区域 （今回）津波浸水想定区域

【浸水深を考慮した浸水面積の変化（府全域）】
         H25津波浸水想定

R7津波浸水想定
①全浸水面積 ：11,072ha ⇒ 9,580ha

（13％減）
②浸水深0.3ｍ以上の浸水面積       ：  9,592ha              ⇒ 7,872ha （18％減）
③浸水深1.0ｍ以上の浸水面積 ：  5,625ha   ⇒ 3,332ha

（41％減）
④浸水深2.0ｍ以上の浸水面積 ：  1,950ha                 ⇒ 513ha （74％減）
⑤浸水深4.0ｍ以上の浸水面積 ：     119ha                ⇒ 5ha （95％減）

大阪府の津波浸水想定の見直し

第５回 地震津波災害対策等検討部会（R7.12.19）資料より 20



■ 危機管理室の位置づけ

■ 大阪府の災害

■ 災害への備えと対応

■ 各種災害対策訓練

■ 質疑応答

ご説明項目

21



○三大水門（安治川水門・尻無川水門・木津川水門）を基幹施設とする第一線防潮ライン（水門より海側）を形成し、高潮時には

 水門を閉鎖して高潮の遡上防御を図っている。河川から流下してくる雨水については毛馬排水機場にて淀川に排出。

○津波を最前線で直接防御する第一線防潮ラインの耐震（液状化）対策を平成30年度に完成。

○観測史上最高潮位を記録した、平成30年台風第21号では、防潮堤・水門等の整備により市街地の高潮浸水を完全に防御。

 被害防止効果は約17兆円と推定。 ※第二室戸台風当時の整備レベルで浸水した場合の推定値

第一線防潮ライン

耐震対策前

耐震対策後

毛馬排水機場

毛馬排水機場で
大川から淀川へ雨水を排

出

高潮対策 ～西大阪地域の高潮対策～
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高潮災害を防ぐ施設（木津川水門閉鎖状況動画：約20秒）

河川上流側
海  側

高潮対策 ～台風21号における木津川水門閉鎖状況～

23



現在の木津川水門（アーチ型）

更新後の水門のイメージ(ローラゲート
式)

○老朽化が進んでいる三大水門を、高潮への対策に加え、南海トラフ巨大地震による津波にも対応できる水門として

   更新を行うこととし、現在の水門付近に新たな水門の建設を計画。

○南海トラフ等の地震に伴う地盤の液状化により、防潮堤のずれや沈下が発生し、津波等で約11,000haが浸水し、

約13万３千人の人命が失われる。そのため、防潮堤基礎部の液状化対策などの耐震対策を実施。

※張りコンクリート下部の
 液状化層は地盤改良を実施

張りコンクリート

鋼矢板
打設工

防潮堤の耐震補強（対策前）

防潮堤の耐震補強(対策後イメージ)

 

津波防御施設 ～三大水門の更新等～
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改修前

改修後

改修前

改修後

一級河川 前川（交野市）一級河川 穂谷川（枚方市）

洪水対策について ～河川改修～
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寝屋川流域総合治水の概要

○寝屋川流域においては、水害に対して安全で快適なまちをつくるため、河川を改修するだけでなく、治水緑地や流域

 調節池などの貯留施設、地下河川等の放流施設などの整備を推進。

○令和３年５月20日～21日の大雨では、流域内の各貯留施設が効果を発揮し、平成７年の同規模豪雨時には

 床下浸水が約２千件、床上浸水が14件発生したのに対し、本降雨では被害は床下浸水の５件のみであった。

自然災害（豪雨）～寝屋川流域総合治水対策～
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対策前

対策後

土石流対策

対策前

対策後

がけ崩れ対策（急傾斜地対策）

砂防堰堤を建設し、土石流が起こっても堰堤で
土砂を受け止め下流の人家等を守ります。

がけ全体に、コンクリート・モルタルを吹き付けて
がけの風化や浸食、崩落を防止します。

土砂災害対策について

27



➢ 基本目標
「発災による死者数を限りなくゼロに近づけるとともに経済被害を最小限に抑える」を究極の目標として設定

➢ 取組期間
１０年間（平成27年度～令和6年度）、うち集中取組期間３年間（平成27年度～29年度）

➢ 被害軽減目標（津波・浸水等）
上記取組期間（３年、10年）において、達成可能と見込む被害軽減目標をできる限り定量的に明示

基本方針に基づき、目標達成に向け、３つのミッションを設定し、 100のアクションを位置付け

ミッションⅠ ミッションⅡ ミッションⅢ

基 本 方 針

巨大地震や大津波から府民の命
を守り、被害を軽減するための、
事前予防対策と逃げる対策

地震発生後、被災者の「命をつ
なぐ」ための、災害応急対策

「大都市・大阪｣の府民生活と
経済の迅速な回復のための、
復旧復興対策

（主な重点アクション）
・防潮堤の津波浸水対策
・水門の耐震化等の推進
・密集市街地対策の推進
・建築物の耐震化の促進
・「逃げる」施策の総合化地域防災
力の強化
・学校等における防災教育の徹底

（主な重点アクション）
・災害医療体制の整備
・広域緊急交通路の通行機能確保
・備蓄、集配体制の強化
・帰宅困難者対策の確立
・福祉専門職の確保体制の充実強化
・火薬類・高圧ガス製造事業所の
保安対策の促進

（主な重点アクション）
・災害ボランティアの充実と連携強化
・災害廃棄物等適正処理
・応急仮設住宅の早期提供体制の整備
・中小企業に対するBCP等の取組支援

・大阪府の初動体制の運用・改善
・災害対策本部要員当の訓練・スキルアップ 府庁の行政機能の維持

新・大阪府地震防災アクションプラン

28



三島
府民C

中河内
府民C

泉北
府民C

泉南
府民C

豊能
府民Ｃ

北部拠点（吹田市）
北河内
府民C

▲

南部拠点（泉南市）

▲

▲

★

★

★

★

★

★

★

南河内
府民C

大手前
庁舎咲洲

庁舎中部拠点（八尾市）

庁舎：司令塔機能
★府民センター：地域連絡機能
▲広域防災拠点：物資集積、輸送拠点

後方支援活動拠点（１１公園）
：消防・警察・自衛隊等の応援部隊の集結地

合わせて1公園

緊急防災推進員
を配置（5公
園）

救援物資 救助機関

府の防災拠点とその機能
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防災・危機管理 指令部

災害対策 本部

災害警戒 本部

地域 情報班
※震度4を観測した
市町村を管内にもつ

地域 警戒班

地域組織

(７府民センター）本庁組織

地域 連絡部
（現地対策本部）

震度４を観測

震度６弱以上
を観測

■本部組織の体制

震度５弱又は
５強を観測

■職員配備

府域での観測震度 震度４ 震度５弱又は５強 震度６弱以上

配備体制（自動配備） 非常1号配備 非常2号配備 非常3号配備

事務局
1／４ 職員

警戒班２～３個班
1／2 職員

警戒班４～６個班
全職員

全

庁

大阪府における応急対策の実施組織（地震発生に伴う体制）
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地域防災監

全７土木事務所
・地域防災体制の充実・強化

・市町村との情報連携

※他に兼務職員2名

大阪市

能勢町

豊能町

箕面市

池田市

豊中市
吹田市

茨木市 高槻市

島本町

枚方市

交野市寝屋川市

守口市
四條畷市

八尾市

東大阪市

松原市
藤井寺市

羽曳野市

太子町

富田林市

大

阪

狭

山

市

河南町

千早赤阪村

河内長野市

堺市高石市

泉大津市
忠岡町

和泉市岸和田市貝塚市

熊取町

泉佐野市

田尻町

泉南市

阪南市

岬町

摂津市

門真市

大東市

柏原市

三島地域
（三島府民Cビル）

豊能地域
（豊能府民Cビル）

北河内地域
（北河内府民Cビル）

中河内地域
（中河内府民Cビル）

泉北地域
（泉北府民Cビル）

南河内地域
（南河内府民Cビル）

泉南地域
（泉南府民Cビル）

震度6弱以上 震度５弱以上震度５強以上 震度４以上

大阪市

能勢町

豊能町

箕面市

池田市

豊中市
吹田市

茨木市 高槻市

島本町

枚方市

交野市寝屋川市

守口市
四條畷市

八尾市

東大阪市

松原市
藤井寺市

羽曳野市

太子町

富田林市

大

阪

狭

山

市

河南町

千早赤阪村

河内長野市

堺市高石市

泉大津市
忠岡町

和泉市岸和田市貝塚市

熊取町

泉佐野市

田尻町

泉南市

阪南市

岬町

摂津市

門真市

大東市

柏原市

三島地域
（三島府民Cビル）

豊能地域
（豊能府民Cビル）

北河内地域
（北河内府民Cビル）

中河内地域
（中河内府民Cビル）

泉北地域
（泉北府民Cビル）

南河内地域
（南河内府民Cビル）

泉南地域
（泉南府民Cビル）

震度6弱以上 震度５弱以上震度５強以上 震度４以上危機管理組織と主な業務（平常時）
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防災・危機管理 当直

防災・危機管理 指令部

災害対策 本部

災害警戒 本部

防災・危機管理 警戒体制
「警戒班」 又は 「指令準備部」 地域 情報班

※警報が発表された
市町村を管内にもつ

地域 警戒班

地域組織

(７府民センター）

本庁組織

地域 連絡部
（現地対策本部）

気象警報の
発表など

府域が台風の
暴風域に入る
予想など

府域に特別警
報が発表

■本部組織の体制

災害が発生

大規模な災害が発生

■職員配備
・指令部において配備を決定

全

庁

危
機
管
理
室

特別警報級の
台風が接近し
た際など

（一例）

大阪府における応急対策の実施組織（風水害、台風）
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被害情報

・震源、各地震度
・津波の状況
・今後の警戒

■人的被害
・死者、不明者
・負傷者
・要避難者

■物的被害
・倒壊家屋
・倒壊ビル
・道路、橋梁損壊

■二次災害
・火災
・崖崩落、生き埋
・地下街崩落
・各種事故

■ライフライン被害
・電気、水道、ガス
・鉄道等交通機関
・通信

対応情報

・自衛隊、消防等の
活動状況

・市町村の状況・対応
・国、隣接府県の対応

・職員の安否・参集状況
・所管施設の被害
・所管団体の被害
・部局の災害対応

各市町村

府出先部署

指定行政機関

報道機関

災
害
対
策
本
部

■災対本部会議の議事
（初動時）

１．知事メッセージ
２．被害状況の共有
・震度、各地の映像
・公共施設被害
・重要施設被害

(原子力、石油ｺﾝ)
３．各部局の対応状況
４．防災機関活動状況
５．対応方針

共

通

情

報

地震情報
部局情報（個別）

事務局の主要業務
・共通情報の集約、分析、提供
・本部会議の準備、運営
・応急対策の調整、連携

震度６
以上

地域連絡部

指定公共機関

事
務
局

各
部
局

関係団体

情報共有

支援要請

活動連携

災害広報

関西広域連合

災害対策本部の関係機関との連携
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災害時における近畿運輸局様と大阪府の連携

鉄道局ＪＲ・新幹線

大手・地下鉄

中小・３セク

近畿運輸局
安全指導課

以降、３０分毎

大阪府
交通戦略室

府災害対策
本部
事務局

大阪府交通機関コミュニティー
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大阪府における災害時における救援物資の受入れ計画等

①
国
か
ら
の
物
資
支
援

②救援物資の受入れ計画【大阪府】

《本府における広域物資輸送拠点》

■広域物資輸送拠点
 北部・中部・南部広域防災拠点

■代替拠点
 ・ 大正地区（舞浜岸壁）
 ・  大阪南港（A1～３）

《大阪府災害等応急対策実施要領（マニュア
ル）》

■広域応援の受入れ：広域防災拠点の運営
被災者に対する備蓄物資の供給や他都道

府県等からの義援物資の受入れ等を行う…

■現地における活動
 現地責任者は、対策本部事務局の指示によ
り、備蓄物資の供給、他都道府県等からの義援
物資の受入れ等、また応援部隊の受入れ調整
等を行う。

《南海トラフ地震における具体的な
応急対策活動に関する計画》

■国からのプッシュ型支援
 発災から３日間は家庭等の備蓄
と被災地方公共団体における備蓄
で対応することを想定し、国が行う
プッシュ型支援は遅くとも、発災後
３日目までに、必要となる物資が被
災府県に届くよう調整する。

②府～各市町村への配送計画

《大規模災害時における救援物資配送
マニュアル》

■各市町村の物資拠点
 市町村の物資拠点一覧表に記載
（例：吹田市）
・市立吹田サッカースタジアム
（＝パナソニックスタジアム）
・ASKULValueCenter 関西

■代替施設の確保
 ・物資拠点が基準を満たす施設で
あっても 代替施設を選定しておくこと
が望ましい。
・民間事業者の物流施設を物資拠点と
して活用することも有用
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災害時における物資輸送（国、府、市町村）

大規模災害時における救援物資配送マニュアル
Ⅰ 基本方針より（大阪府域救援物資対策協議会）

※

●府は備蓄物資（府備蓄分）を府広域防
災拠点から、市町村の拠点へ送る。

●国等からの支援物資についても、府広
域防災拠点等で受入れ、市町村の物資
拠点へ送る。

※府の広域防災拠点で受入れしきれない場合に備え、
・大阪倉庫協会
・大阪府運輸倉庫協会
・日本GLP 等、協定締結先へなるべく早く協力依頼し、
確保する。

・近畿財務局と南港の税関施設等、国有施設の利用につい
て調整中。

・協定は、確実に利用できるわけではない。

※プッシュ型支援は要請を待たずに送付

施設基準
ア 新耐震基準に適合した施設であること。（昭和56年６月１日以降

に耐震補強工事を行った施設を含む。）
イ 屋根があること。（エアテント等の代替措置によることも含む）
ウ フォークリフトを利用できるよう床の強度が十分であること。
エ 12ｍトラック（大型）が敷地内に侵入でき、荷役作業を行う空間

が確保できること。
オ 非常用電源が備えられていること。
カ 原則として津波浸水域外にある施設であること。
キ 避難所となる行政庁舎、学校、体育館ではないこと。
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１日目 ●発災

２日目 市町村の備蓄物資（1.5日）

３日目 府のプッシュ型支援（1.5日）

４日目 国のプッシュ型支援（４日目から７日
目）

５日目

６日目

７日目 プル型支援

８日目
以降

プル型支援の開始は
市町村の判断による

（注）国や府のプッシュ型支援の期間は、目安であることに留意。

内閣府の「物資調達・輸送調整等支援システム」
・令和２年４月１日から運用開始
・災害発生時の混乱状態の中、避難所のニーズや物資の発注・到
着状況などの情報を一元的に管理。

・国・都道府県・市区町村で情報を共有し、迅速かつ効率的な物
資配送の実現を目指す。

・プッシュ型、プル型ともにシステム上でも入力、共有。

プッシュ型支援からプル型支援への移行のイメージ
（南海トラフ地震の場合）
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■ 危機管理室の位置づけ

■ 大阪府の災害

■ 災害への備えと対応

■ 各種災害対策訓練

■ 質疑応答

ご説明項目
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令和７年度の大阪府の年間訓練計画

39



PM：図上訓練（タイムラインの確認）AM：実動訓練（千里橋入口の確認）

AM：実動訓練（全般説明） AM：実動訓練（出発前） AM：実動訓練（園内経路の確認）

AM：実動訓練（園内経路の確認）

『令和７年度 万博記念公園における部隊展開訓練』の実施状況
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災害対策本部事務局

災害対策本部会議

応援部隊の受入れ
（後方支援活動拠点、災害現場）

広域防災拠点（救援物資の搬出）

府主催 地震・津波災害対策訓練の実施状況
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府
内
市
町
村
に
実
施
希
望
照
会

府
内
市
町
村
照
会
完
了
（
１
４
市
町
村
が
実
施
希
望
）

訓
練
概
要
案
希
望
調
査

訓
練
概
要
回
答
〆
切

7/22 8/22

訓練調整

11/7日(金)

11/18日
(火)

12/14日(日)

訓練調整

訓練調整

訓練調整

日程調整

日程調整

日程調整

11/11日
(火)

12/16日(火)

各土木事務所
連絡

10/1

各土木事務所
連絡

11/14

各土
木事
務所
連絡

初旬

各土
木事
務所
連絡

初旬

調
整
中

1/22日(木)

1/28日(水)

1/27日(火)

トラック協会様との連携

（参考資料） 令和７年度 物資輸送訓練スケジュール（概要）
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★大阪防災アプリをインストール

大阪府内の防災情報が
プッシュ通知により受け取れます

〇気象注意報や警報、地震・津波・台風に加え、線状降水帯や熱中症、

 自治体からの避難情報等、多様な防災情報に対応

〇土砂災害・高潮・津波・洪水の災害リスクや大阪府内の避難所等を

 地図上で確認できます

ＰＲ 大阪防災アプリのご紹介
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■ 危機管理室の位置づけ

■ 大阪府の災害

■ 災害への備えと対応

■ 各種災害対策訓練

■ 質疑応答

ご説明項目
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令和7年度（下期） 運輸防災セミナー

AZ-COM丸和グループのBCP物流事業

AZ-ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社

2026年2月24日（火）



会社説明

1



会社概要

2

商 号 

本 社

東京本部

代 表 者

設 立

事業内容

従業員数

純 資 産

売上高

上場市場

AZ-COM丸和ホールディングス株式会社

代表取締役社長 和佐見 勝

1973年8月

グループ会社の経営管理など

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2(鉄鋼ビル本館5F)

合計25,697名（2025年3月末時点 グループ合計）

604億4000万円（2025年3月末現在）

2,083億円（2025年3月期）

東京証券取引所 プライム市場

〒342-0008 埼玉県吉川市旭7-1



コア事業

AZ-COM丸和グループは3PL事業とトラック輸送に強みを持ち、EC、低温食品、医薬・医療
物流とBCP物流を柱として事業を展開しています。

3

成長を支える３つのコア事業＋BCP



沿革

事業範囲を医薬・医療、低温食品、ECと拡大しつつ、輸送手段もトラック、コンテナ、航空機、
船舶と拡大してきています。

4

1970 2026

丸和運輸機関設立
イトーヨーカ堂様 取引開始

1973

トラック１台で創業

1991
ダスキン様
取引開始

1995 医薬・医療物流全国へ拡大
マツモキヨシ様 取引開始

2005
2006

クールコンテナ事業開始
イトーヨーカ堂様
ネットスーパー配送開始

2013 低温食品部物流
事業開始

2014
2015

東証２部上場
東証１部上場

2017 アマゾンジャパン様
取引開始
「ECラストワンマイル
当日お届けサービス」開始

BCP物流支援事業本格開始
セブン・イレブンジャパン様
コカ・コーラボトラーズジャパン様と
BCP協定締結
※大規模災害時における支援活動に関する協定

2023 AZ-COMネット

政府指定公共機関指定

2021

2022
上組様と資本業務提携

2024

能登半島地震発生
指定公共機関として
救援物資輸送を実施

2019

ホールディングス体制移行

ANA Cargo様と業務提携



配送ネットワーク

グループ合計2,400台以上のトラックを保有。グループ合計269拠点。
2023年より東海地区にもグループ会社を展開し、更なるネットワークの強化に努めております。

5

AZ-COM丸和HD/丸和運輸機関
東京本部

（東京都千代田区）

AZ-COM丸和HD
/丸和運輸機関

本社
（埼玉県吉川市）

北海道地区

東北地区

関東地区

事務所数

6拠点

事務所数

21拠点

事務所数

149拠点

グループ合計269拠点
グループ合計2,400台以上のトラック

関西地区

中国・四国地区

九州地区

事務所数

48拠点

事務所数

11拠点

事務所数

14拠点

中部・東海地区

事務所数

20拠点



BCP物流
事業

6



物流業を通じて社会貢献へ挑戦

BCP物流事業とは「お客様のBCPを物流面から支援する」事業です。

7

非常時において安全・安心・安定した物流を提供



AZ-COM丸和グループBCP物流事業の歩み

阪神淡路大震災から災害対応をスタートし、その対応力でお客様から信頼を得てきました。

8

1995.1.17

・関東から広域的
   な物流支援を実施

・「2019年９月台風15号」災害物流支援発動
・「2020年7月熊本豪雨」災害物流支援発動
・「2022年12月北陸豪雪」災害物流支援発動
・「2024年1月 能登半島地震」災害物資支援

2024.1.12011.3.11
・ 外食業者、家具専門店、嗜好

品メーカー等の物流支援を実施
・ 自衛隊の飲料水の調達協力を

 実施（1日10万本）

2016.4.14~16
・「熊本地震」 

店舗内復旧作業に着手
しお客様より感謝状授与。
・「北海道胆振東部地震」

「阪神淡路大震災」 「東日本大震災」 「北陸豪雪」

阪神大震災対応 東日本大震災対応 北陸豪雪対応熊本地震対応 能登半島地震対応

「熊本地震」

2022.12.20
「能登半島地震」

自治体訓練へ参加 社内の災害対策室訓練 

横浜市訓練
東京都・東村山市

合同訓練東京都訓練 さいたま市訓練 神戸市訓練



事業化の取り組み ー備蓄整備及び管理強化に向けた支援業務ー

◆台東区備蓄物資再配置マニュアル作成等実施 委託

9

- 業務内容 -

配置マニュアルについて
棚卸や倉庫の調査・分析を行った情報を基に、区と協議のうえ何を、どこに、どれだけ配置すべきかを物流・防災のプロとして物資の配置案などを台東区へ提示。

2024.7~2025.3

◆大田区災害時物流最適化計画策定支援 プロポーザル提案入札 2025.7~2026.3

平時の備蓄管理の最適化 物流体制の最適化

「大田区災害時物流最適化計画」実装に向けた体制整備

入札やプロポーザル案件入札にも積極的に参加しております。

台東区備蓄倉庫19拠点の棚卸及び倉庫調査 調査報告書作成 配置マニュアル作成

- 業務内容 -



事業化の取り組み ーAZ-COM防災備蓄ワンストップサービスー

物流専門の目線から、備蓄提案から作業までワンストップで受託いたします。

10

※輸配送については別途「BCP（特別）法人会員」への加入が必要になります。

※

サブスクリプション型防災備蓄「あんしんストック」

保存食（おかゆ）9食分（3日分）

アルミブランケット 1枚

保存水 ６L

非常用トイレ 15回分
お
か
ゆ

トイレ

ブラン
ケット

260mm

230mm

水
2L

トイレ

ブラン
ケット

お
か
ゆ330mm

初期費用2,000円/人
一人当たり145円/月～で
有事の際も「あんしん」の備え。

一人分にアッセンブリするため
災害発生時でも簡単に配布が可能！



事業化の取り組み ー AZ-COM Matsubushi ー

11

BCP機能を兼ね備えた新センター 『 AZ-COM Matsubushi 』

地震時における建物・人の安全性確保が可能



12

災害時協定



行政との災害協定

13

「大規模災害時の支援活動に関する協定」締結を推進しております。

協定内容:災害発生時おいて、避難所への配送や支援物資集配拠点の運営を支援等

都道府県

市区町村

33

80

近畿地方
11自治体

九州・沖縄地方
7 自治体

中国・四国地方
 9自治体

中部地方
21自治体

関東地方 
34自治体

東北地方
12自治体

北海道地方
19自治体

エリア別協定締結数

※2026年2月時点

113
自治体

計



災害協定 ー活動記録：令和6年能登半島地震ー

能登半島地震では、国・自治体・民間からの依頼を受け、発災直後の1月1日深夜から
計200台以上のトラックが出動し、被災地へ支援物資をお届けしました。

14

国・自治体への支援

内閣府依頼の物資郵送 東京都依頼の物資郵送

【依頼例】内閣府、東京都、関西広域連合、福井県など

民間企業への支援 【依頼例】大手コンビニエンスストア様、大手卸売事業者様、大手飲料メーカー様など



災害協定 ー活動記録：令和6年能登半島地震ー

15

動画資料



16

支援物資輸送の道中の様子 傾いた信号機（輪島市） せり上がったマンホール（輪島市）

物資拠点となっていた輪島マリンタウン 支援物資の荷降ろしの様子 物資集積拠点内の食料品

災害協定 ー活動記録：令和6年能登半島地震ー



17

2025年10月、八丈島への台風22号接近を受け、東京都からAZ-COMネットワークへ、支援物資輸送要請が入
りました。AZ-COM丸和グループは支援協定に基づき、迅速に車両・ドライバーの手配を行い、東京都の支援要請
にいち早く対応いたしました。４日間で計５台の車両にて支援を行いました。

10月13日（月）：２台

【輸送物資】トイレットペーパー

紙おむつ・生理用品 等

【集荷先】千葉県野田市・足立区

【輸送先】港区・羽田空港・立川市

10月11日（土）：１台

【輸送物資】毛布

ブルーシート

【集荷先】江東区

【輸送先】港区

10月16日（木）：１台

【輸送物資】飲料水・カップ麺

ウエットティッシュ 等

【集荷先】立川市

【輸送先】港区

対応内容 協定内容:災害発生時おいて、避難所への配送や支援物資集配拠点の運営を支援します。

災害協定 ー活動記録：令和7年10月 台風22号ー

10月18日（土）：１台

【輸送物資】ブルーシート

【集荷先】墨田区

【輸送先】羽田空港



18

自治体が主催する防災訓練へ、毎年積極的に参加しています。

東京都・羽村市・日の出町総合防災訓練 2025年8月30日（土）

●東京都をはじめ、物流指定公共機関や物資の調達 担当企業等、

計8団体が参加。

●首都直下地震による被害を想定し、支援物資を避難所へ届けるまでの

   一連の流れを確認。 緊急支援物資輸送や標章発行・模擬給油を実施

●AZ-COM丸和グループからは4t車4台と、社員20名が参加。
物資積み込み 模擬給油 標章発行訓練

九都市県合同防災訓練（さいたま市） 2025年9月1日（月）

さいたま市備蓄倉庫から訓練会場へ物資を輸送

●さいたま市直下地震により建物の倒壊や電気・交通網等
が寸断された状況を想定。
●中学校などの市民参加団体や、自衛隊・消防など、合計
121の機関が参加。
●政府調査団が視察に訪れ、石破茂首相（当時）が
清水勇人さいたま市長とともに応急処置や避難所設営を体
験。石破首相(当時)が閉会挨拶

災害協定 ー活動記録：自治体防災訓練ー



2025年度訓練参加実績
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9月7日 足立区 9月28日 横浜市

10月5日 三郷市 10月20日 新潟県

災害協定 ー活動記録：自治体防災訓練ー



民間×民間の協定
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災害時に双方が持つ能力・人材等を相互に支援する民間×民間の協定締結を推進しています。

株式会社タイミー様 株式会社キャムコム様 株式会社フルキャストHD様

株式会社ダスキン様 株式会社ベルク様 NPO法人ジャパンハート様
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AZ-COMネットワーク
広域的な配送ネットワークの構築



一般社団法人 AZ-COMネットワーク
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「一燈照隅、万燈照国」を理念とし、経営(利益)支援を通じた運送会社の地位向上や、社会貢献活動を行うために

株式会社丸和運輸機関により設立された会員組織です。

一般社団法人AZ-COMネットワーク（通称AZ-COMネット）とは

AZ-COM丸和グループ

事業の拡大
競争力の強化
財務基盤の安

定

安定した車両確保

災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定(2023年6月23日）

2030年 ５,０00社 2040年 10,000社
を目指して、パートナー企業の皆さまへの支援強化に努めます。

2026年1月31日時点

会員数2,971社
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一般社団法人AZ-COMネットワークが運営する、大規模災害時における企業間の相互支援体制の構築および総合的な
救援活動を目的としたAZ-COMネットワーク内の組織です。AZ-COMネットワーク会員の中から災害時における企業連携に
賛同していただいた会員で構築され、全国で約100社が加入しています。

【 BCPネットワーク支部 】

□北海道支部
□東北支部
□関東支部
□東海支部
□関西支部
□中国支部
□九州支部 埼玉県春日部 「首都圏外郭放水路」視察

丸和グループ社内訓練参加

「AZ-COM BCPネットワーク」

北海道から九州まで全国７支部で活動中
平時からの顔の見える関係づくりで緊急時の連携体制強化

支部会合での意見交換
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ネットワーク企業を含めた災害協定の推進
AZ-COMネットワークパートナー企業を含めた3者（4者）間協定を推進し、

AZ-COMネットの強みを生かした、地元企業連携の災害支援協定締結を進めてまいります。

福島県二本松市
（丸や運送）

山形県山形市
（ティスコ運輸）

愛知県一宮市
（ベクターロジスティクス）

北海道浜中町
（ルート）

AZ-COMネット×会員地元企業と自治体との連携を強化

国土交通省が全国地方自治体に対し「民間物流事業者との災
害時支援協定締結の促進について」に係る通達を発出



産学官連携
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産官学連携
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ぼうさいこくたい2025
新総合防災情報システム（SOBO-WEB）アイデアソン2025

「防災担当大臣優秀賞」 受賞！！

受賞式の様子

内閣府防災担当への行政実務研修員の派遣
新物資システム（B-PLo）操作説明会への参加

説明会では、内閣府防災（防災デジタル・物資支援担当）へ当社か

ら出向中の社員が、能登半島地震での物資支援の実態やシステムの

機能・操作方法について解説を行いました。

諮問委員会

東北大学 災害科学国際研究所 丸谷教授を委員長に
据え、年４回の諮問委員会を運営

BCP諮問委員会設立の目的

①【社内】AZ-COM丸和グループ・AZ-COMネットワーク会員のBCP
体制の整備
「災害時に重要業務が中断しない」「企業を守り、従業員の雇用を

維持」「お客様や取引先からの信用を向上」

②【社外】お客様・行政からのニーズに応じた支援活動の内容整備
お客様支援活動・地域貢献活動の一環（大規模災害時のBCP

対策を物流面から広域支援）

共同研究

派遣先
東北大学 丸谷教授

派遣先
東京大学 目黒教授

防災・BCPに関する有識者と、
BCP体制の整備や災害対応を日々研究しています。



社内訓練
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体制強化 ー災害対策室訓練ー
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AZ-COM丸和グループ災害対策室訓練（令和7年10月25日） ㈱東北丸和ロジスティクス 
本社災害対策室訓練

㈱関西丸和ロジスティクス 
本社災害対策室訓練

災害対策室長が被害状況を確認

災害対策室会議で状況整理・対応判断

丸和運輸機関が連携

災害対策室のレイアウトを設置

別室からコントローラーが状況付与

各拠点の被害状況を集約

AZ-COM丸和グループでは毎年、災害対策室訓練を実施しています。大規模災害時における、社内の被害情報の集
約や、お客様対応、国や協定先自治体等からの輸送支援要請への対応を迅速に遂行するための訓練を重ねています。

訓練想定・ルールの説明 経営幹部が重大情報を確認し判断

災害対策室各班が集約情報を報告 遠隔地想定の部局やグループ会社も参加



体制強化 ー物流専門家研修ー

災害時物流における自治体からのニーズとして、専門ノウハウを持つ民間事業者からの人材支援が注目されています。

当社では、自治体への人材派遣ができる体制づくりを目的に、被災地での物資支援業務に関する基礎知識や、自治体から

求められる役割等について学ぶ研修を開催しています。

29

丸和運輸機関「災害物流専門家研修」

自治体から物資集積拠点の管理運営を委託された想定
で、拠点のレイアウト・物資のロケーション作成を実施。

共同研究員として防災を学んできた若手社員が中心となり研修講師を実施。

≪座学講習≫

≪演習≫

班ごとに検討内容を発表。
自治体へ物資拠点のレイアウト案を提案する
シチュエーションを再現し、提案内容のメリット
や、必要な資機材とその個数の説明などを疑
似的に行うことで、支援先での業務をより明確
にイメージできることを目指した。
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